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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

売上高 (百万円) 23,013 32,021 24,329 21,027 25,539

経常利益 (百万円) 3,171 3,610 1,459 2,576 3,704

当期純利益 (百万円) 1,879 2,087 634 1,577 1,925

包括利益 (百万円) ― ― ― ― 1,868

純資産額 (百万円) 18,481 19,879 19,588 21,194 22,711

総資産額 (百万円) 25,487 26,377 23,738 26,567 28,986

１株当たり純資産額 (円) 945.35 1,008.93 994.29 1,075.871,152.57

１株当たり当期純利益 (円) 97.03 106.28 32.23 80.06 97.76

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 97.01 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 72.5 75.4 82.5 79.8 78.4

自己資本利益率 (％) 10.69 10.88 3.22 7.73 8.77

株価収益率 (倍) 9.89 7.05 13.96 8.07 7.26

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △276 683 5,978 3,416 1,299

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,889 △870 △1,209 △1,738 △900

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △123 115 △613 △257 △166

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 1,119 1,081 5,141 6,577 6,799

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
600
(113)

704
(116)

770
(95)

718
(114)

710
(139)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、平成20年３月期以降は希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

３　従業員数は就業人員数を記載しております。

４　第86期の１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益の算定における期末株式数及び期中平均株式数については、

「株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)」が所有する当社株式(279,000株)を連結貸借対照表に

おいて自己株式として表示していることから、当該株式の数を控除しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期

決算年月 平成19年３月平成20年３月平成21年３月平成22年３月平成23年３月

売上高 (百万円) 21,813 30,409 23,096 19,895 24,363

経常利益 (百万円) 2,898 3,247 1,230 2,309 3,282

当期純利益 (百万円) 1,786 2,023 627 1,461 1,664

資本金 (百万円) 1,034 1,034 1,034 1,034 1,034

発行済株式総数 (千株) 20,680 20,680 20,680 20,680 20,680

純資産額 (百万円) 17,623 18,860 18,971 20,403 21,688

総資産額 (百万円) 24,242 24,982 22,823 25,233 27,498

１株当たり純資産額 (円) 901.45 957.24 962.981,035.701,100.64

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配
当額)

(円)
14.00

(5.00)

16.00

(7.00)

16.00

(8.00)

16.00

(6.00)

16.00

(8.00)

１株当たり当期純利益 (円) 92.23 103.01 31.83 74.17 84.50

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 92.20 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 72.7 75.5 83.1 80.9 78.9

自己資本利益率 (％) 10.62 11.09 3.32 7.42 7.91

株価収益率 (倍) 10.41 7.27 14.14 8.71 8.40

配当性向 (％) 15.2 15.5 50.3 21.6 18.9

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
322
(113)

330
(116)

339
(95)

336
(114)

333
(139)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、平成20年３月期以降は希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

３　従業員数は就業人員数を記載しております。

４　第86期の１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益の算定における期末株式数及び期中平均株式数については、

「株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)」が所有する当社株式(279,000株)を貸借対照表におい

て自己株式として表示していることから、当該株式の数を控除しております。
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２ 【沿革】

 

年月 事項

大正13年10月東亜化学工業株式会社設立、洗剤・硬水軟化剤を販売。

昭和21年４月 日本化学産業株式会社に改称、鍍金薬品・研磨剤・洗剤を販売。

昭和23年１月 柳澤有機化学工業所を買収し製造と販売の一元化を図る。

昭和27年６月 大阪支店を開設、名古屋以西の市場開拓を図る。

昭和31年12月名古屋出張所開設。(昭和38年10月支店昇格)

昭和35年10月埼玉県草加市に埼玉工場・研究所を建設。

昭和36年10月当社株式、東京証券取引所市場第二部に上場。

昭和38年７月 アルミスパンドレル成型加工・アルミ表面処理業務開始。

昭和42年１月 埼玉県草加市に青柳工場を建設。

昭和45年12月アルミ製よろい戸を開発、製造販売をはじめる。

昭和49年４月 組織の整理統合を図り事業部制導入、アルミ事業部発足。

昭和50年７月 薬品事業部発足。

昭和52年12月福島県双葉郡広野町に福島工場(現第一工場)を建設。

昭和57年２月 株式会社川口ニッカ設立、試薬の製造販売を拡充。

 (株式会社川口ニッカは平成３年５月より当社の無機薬品の製造受託を行っている。)

昭和63年４月 事業部制廃止。

平成３年３月 埼玉県北埼玉郡大利根町に大利根工場を建設。

平成10年８月 ISO9002薬品生産本部全品目認証取得。

平成11年４月 タイに子会社ネクサス・エレケミックCO.,LTD.(現連結子会社)を設立。

平成11年10月ISO9002建材本部住宅建材製品認証取得。

平成12年５月 ISO14001埼玉・福島・大利根３工場及び総合研究所認証取得。

平成12年６月 タイに子会社サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.(現連結子会社)を設立。

平成12年11月ISO9001建材本部認証取得。

平成13年11月ISO14001青柳工場認証取得。

平成16年３月 ISO9001ネクサス・エレケミックCO.,LTD.認証取得。

平成16年12月ISO9001薬品営業本部・総合研究所認証取得。

平成23年３月 福島県双葉郡楢葉町に福島第二工場を建設。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社及び子会社３社により構成されており、薬品、建材の製造、販売を主な事業としておりま

す。

当社グループ事業における主な位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、セグメントと

同一の区分であります。

薬品事業 当社は薬品を製造販売しております。連結子会社であるサイアム・エヌケーエスCO.,LTD.

はめっき薬品を製造販売しており、ネクサス・エレケミックCO.,LTD.は、当社製品及びサ

イアム・エヌケーエスCO.,LTD.の製品を使用し、めっき加工を行っております。

建材事業 当社は建材を製造販売しております。

 

以上述べた事項の概要図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】
 

会社の名称 住所 資本金
主要な事業
の内容
(注)１

議決権の
所有割合
(％)

関係内容

役員の
兼任等

事業上の
関係

(連結子会社)      当社及び子会社サ
イアム・エヌケー
エスCO.,LTD.の製
品を使用しめっき
加工をしておりま
す。

ネクサス・エレケミック
　　　　　　　 CO.,LTD.

(注)２

タイ国
アユタヤ県

千タイバーツ
52,000

薬品事業 100 兼任２名

(連結子会社)
 
サイアム・エヌケーエス
　　　　　　　 CO.,LTD.

タイ国
アユタヤ県

千タイバーツ
30,000

薬品事業 100 兼任２名

子会社ネクサス・
エレケミックCO.,
LTD.向けめっき用
薬品を製造してお
ります。

(注) １　「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２　特定子会社に該当します。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成23年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

薬品事業
645
(90)

建材事業
50
(46)

全社(共通)
15
(3)

合計
710
(139)

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。

２　臨時従業員は、臨時工及びパートタイマーであります。

３　全社(共通)は、総務部等管理部門の従業員であります。

 

(2) 提出会社の状況

平成23年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

333
(139)

40.6 17.6 5,837,714

 

セグメントの名称 従業員数(名)

薬品事業
268
(90)

建材事業
50
(46)

全社(共通)
15
(3)

合計
333
(139)

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。

２　臨時従業員は、臨時工及びパートタイマーであります。

３　平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４　全社(共通)は、総務部等管理部門の従業員であります。
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(3) 労働組合の状況

当社グループの労働組合には、日本化学産業社員協議会(企業内組合)があり、平成23年３月31日現在の組合員

数は247名であります。なお、労使関係は安定しており、特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度の日本経済は、当第２四半期累計期間において、企業収益の改善、各種経済対策に伴う個人消

費の増加、新興国向け輸出が堅調に推移したことにより緩やかな回復を見せたものの、雇用環境が依然として厳

しいまま推移し、秋以降は円高の進行、経済対策の終息、縮小による消費の反動減など、先行きの不安が拭えない

なか、３月11日に発生した東日本大震災によるサプライチェーンの寸断や電力供給の大幅な制約等による景気

の急落に直面することになりました。

当社グループの薬品関連業界におきましては当連結会計年度を通じて情報技術関連を中心に、また、建材関連

業界におきましても住宅建設や工作機械関連需要の緩やかな回復が見られましたが、上記の如く当連結会計年

度末に至り東日本大震災による事業環境の急激な悪化に見舞われました。

このような状況のもと、当社グループは引き続き、新製品や新規用途開発品を中心に販売数量・生産数量の確

保・拡大、低コスト体質の強化に努め、また、東日本大震災への対応としましては、震災及び東京電力福島原子力

発電所事故による立入り制限等に伴い福島第一・第二工場は操業停止(但し、福島第二工場は３月に建屋のみ完

成)に追い込まれましたが、直ちに、福島第一工場以外の埼玉・大利根工場での代替生産に踏み切りました。埼玉

・大利根工場でも計画停電、一部原料の入手困難等もありましたが、諸対策を講じてほぼ通常通りの操業を行

い、震災の影響を最小限にするべく努力した結果、当連結会計年度の売上高は、３月に大震災の影響による売上

高減少があったものの、前連結会計年度比4,512百万円　21.5％増の25,539百万円となりました。利益面でも、売

上高の増加、コスト・経費の引き下げ努力の結果、営業利益は前連結会計年度比1,096百万円　44.2％増の3,575

百万円、経常利益は前連結会計年度比1,127百万円　43.8％増の3,704百万円、当期純利益は東日本大震災に係る

特別損失316百万円の発生等により、前連結会計年度比348百万円　22.1％増の1,925百万円となりました。

 

セグメントの業績を示すと以下のとおりであります。

①　薬品事業

薬品事業は、需要の緩やかな回復に伴う表面処理用薬品や電子材料用薬品等の増により、売上高は前連結会計

年度比3,773百万円　20.1％増の22,519百万円となりました。そのうちの海外売上高も、前連結会計年度比513百

万円　15.4％増の3,843百万円(連結売上高の15.0％)となりました。

利益面につきましては、非鉄金属相場上昇に伴う原料消費価格のアップによる当第４四半期の採算低下や大

震災によるマイナスの影響がありましたが、当連結会計年度通しての増収効果と生産数量の増加に伴う固定費

負担の軽減、安価原料・リサイクル原料の活用拡大の寄与等があり、また、タイのネクサス・エレケミックス社

およびサイアム・エヌケーエス社の収益も堅調に推移し、営業利益は前連結会計年度比704百万円　29.2％増の

3,118百万円と大幅な増加となりました。

②　建材事業

建材事業は、住宅建材関係において主力製品である防火通気見切り縁の新規大口需要家向けの増加等に新製

品の拡販も加わり、その他建材関係においても工作機械向けの制御盤用熱交換器クールフィンの売上が回復し、

売上高は前連結会計年度比739百万円　32.4％増の3,019百万円となりました。

利益面につきましては、増収とコスト・経費の削減努力の効果によって増益となり、営業利益は前連結会計年

度比357百万円　72.5％増の851百万円と大幅な増加となりました。

 

(注)　「第２　事業の概況」及び「第３　設備の状況」の金額表示には消費税等は含まれておりません。

 

EDINET提出書類

日本化学産業株式会社(E00786)

有価証券報告書

  8/137



(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フロー

で1,299百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで900百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フロー

で166百万円減少し、この結果、当連結会計年度末は、前連結会計年度末に比べ221百万円増加し、6,799百万円と

なりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動による資金は、1,299百万円の増加(前連結会計年度は3,416百万円の資金の

増加)となりました。この主な要因は、棚卸資産の増加額1,403百万円、法人税等の支払額1,270百万円、売上債権

の増加額797百万円等による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益が3,209百万円、減価償却費

1,011百万円、仕入債務の増加額361百万円、災害損失引当金の増加額153百万円等により資金が増加したことで

あります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動による資金は、900百万円の減少(前連結会計年度は1,738百万円の資金の減

少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が634百万円、投資有価証券の取得による支

出が101百万円あったこと等であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動による資金は、166百万円の減少(前連結会計年度は257百万円の資金の減

少)となりました。この主な要因は、短期借入金の純増額245百万円があったものの、配当金の支払額352百万円が

あったこと等であります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

 

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

薬品事業 13,086,916 ＋20.7

建材事業 1,564,769 ＋26.7

合計 14,651,685 ＋21.3

(注)　金額は製造原価で表示しており、セグメント間の内部取引はありません。

 

(2) 商品仕入実績

当連結会計年度における商品仕入実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

 

セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同期比(％)

薬品事業 5,059,003 ＋19.8

建材事業 162,974 ＋0.3

合計 5,221,978 ＋19.1

(注)　金額は仕入価格で表示しており、セグメント間の内部取引はありません。

 

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

 

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

薬品事業 22,519,959 ＋20.1

建材事業 3,019,780 ＋32.4

合計 25,539,739 ＋21.5

(注) １　セグメント間の内部取引はありません。

２　総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。
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３ 【対処すべき課題】

当社グループは景気回復傾向が期待されながらデフレの影響や雇用情勢等への懸念があり、今後もユーザーか

らの大幅な値下げ要求や価格競争の激化など厳しい事業環境が続くことを前提として、技術力の一層の向上に基

づく安価原料・リサイクル原料の活用拡大をはじめとして総てのコスト・経費の徹底した削減を図ることにより

低コスト体質の構築・強化を引き続き進めてまいりますとともに、現行薬品・建材事業の拡大強化・環境対応型

表面処理用薬品やリチウムイオン電池用正極材・プリント基板用薬品等の情報技術関連薬品をはじめとする高付

加価値新製品の開発促進や新規事業の開拓等に継続して取り組んでまいります。更に、当社グループ全体の技術力

・営業力・管理力の向上を推進・達成することにより、一層強靭な事業体質・収益力を構築し、連結ベースでの成

長力を強化いたしたく考えております。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次

のとおりです。

株式会社の支配に関する基本方針

(1) 基本方針の内容

当社は、市場のグローバル化、株式持合いの解消等が進む中で、買収対象企業の同意を得ることなく、企業価値

ひいては株主の皆様共同の利益を毀損する敵対的買収のリスクは高まっていると認識しております。もとより、

当社といたしましては、買収提案が、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の最大化を図るものである

等、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に資する場合は、これを一概に否定するものではありませ

ん。

しかしながら、敵対的買収の中には、一時的、短期的に高配当、高株価を実現することを目的とするもの、買収

後の経営方針・計画が当社の培ってきた経営基盤と無縁で実現性に乏しい曖昧なものや、当社や株主の皆様に

買収提案の内容を検討する情報や時間すら与えないもの等、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を

毀損する、あるいはそのおそれが顕著であるものも少なくないと考えております。

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営の基本方針及び当社を支える各利害関

係者との信頼関係を十分に理解した上で当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を中長期的に確保又は

向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。

したがいまして、当社の経営の基本方針及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解せずに、上

記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を著しく損なうおそれのある株式の大規模買付け等

を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、柳澤二郎氏、柳澤三郎氏の両名が、昭和14年８月に有機・無機の工業薬品の製造を目的に創業した柳

澤有機化学工業所を前身とし、その販売部門として、昭和21年２月設立した、日本化学産業株式会社と柳澤有機

化学工業所を昭和23年４月に統合して製造・販売一体の現在の営業の基盤を完成させ今日に到っております。

当社の取扱品は一般的な装飾用めっき薬品が主でありましたが、新規の製品開発・用途開発を積極的に進めた

結果、現在はOA機器・エレクトロニクス等幅広い分野に用いられる表面処理用薬品・触媒用薬品・電池用薬品

・セラミックス・ガラス用薬品等、多品種・多用途にわたる無機・有機金属薬品を製造販売する薬品事業に成

長し、昭和38年に進出した建材事業は、アルミよろい戸をはじめ多数の製品を開発し、現在は防火・通気(換気)

・防水関連で特殊な機能を持つ住宅建材製品を主に製造販売しています。

これらは、当社が長年にわたり開発、蓄積したノウハウ・それに基づく開発力と薬品製造における生産技術

力、建材製造における金属加工技術力により成し得たものであり、それらによりユーザーの要望・ニーズにお応

えすることによって高い評価をいただいてまいりました。

当社の「経営の基本方針」は、薬品・建材両事業における先端的技術と独創的開発をさらに追求し、企業価値

ひいては株主の皆様共同の利益を確保・向上していくことにあります。その実現のため、中期経営計画の策定を
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通じ高付加価値製品の開発と拡販及び安価原料・リサイクル原料の活用拡大や、設備と要員の一段の効率化を

最重要課題とし厳しい事業環境下でも一定水準以上の利益を確保できる低コスト体質を構築してまいります。

当社グループは、今後もユーザーからの大幅な値下げ要求や価格競争の激化など厳しい事業環境が続くこと

を前提として、技術力の一層の向上に基づく安価原料・リサイクル原料の活用拡大をはじめとして総てのコス

ト・経費の徹底した削減をすることにより低コスト体質の構築・強化を引き続き進めてまいりますとともに、

現行薬品・建材事業の拡大強化・環境対応型表面処理用薬品やリチウムイオン電池用正極材・プリント基板用

薬品等の情報技術関連薬品をはじめとする高付加価値新製品の開発促進や新規事業の開拓等に継続して取り組

んでまいります。

当社は、この計画を達成することにより、強靭な事業体質の構築及び収益力の確保が図られ、企業価値ひいて

は株主の皆様共同の利益が確保・向上されるものと確信しており、株主の皆様ほか取引先、従業員等ステークホ

ルダーとの信頼関係も一層強化できるものと考えております。

当社は、企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保・向上に邁進する一方で、「企業は公器」との理念に

基づき、コーポレートガバナンスの充実と透明性、信頼性の高いコンプライアンスの遵守も最も重要な課題であ

ると位置づけて実践しております。

コーポレートガバナンスの充実については、「第４　６　コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載してお

ります。

また、コンプライアンスの遵守については、綱領としての「日本化学産業行動規範」を策定し、この徹底を図

るため、「コンプライアンス委員会規程」を策定しました。コンプライアンス委員会規程に基づき委員会を組織

し、同委員会において作成した「コンプライアンス・マニュアル」を全役員及び従業員へ配布し、コンプライア

ンスの周知徹底を図っております。

当社は、供給する製品群について、今後も常に環境と安全性に最大限考慮する等、社会的責任を果たすことを

重視して行動し、この姿勢を継続することにより資本市場からの一層の評価が得られるよう努力していく所存

であります。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み

当社は、平成18年５月19日開催の取締役会において、導入することを決議し、同年６月29日開催の当社第81回

定時株主総会にて、株主の皆様のご承認を頂きました新株予約権と信託の仕組みを利用した信託型ライツ・プ

ラン(以下「第一回信託型ライツ・プラン」といいます。)の有効期間が、平成21年６月30日をもって満了したた

め、平成21年５月13日開催の取締役会において、第二回信託型ライツ・プラン(以下「本信託型ライツ・プラ

ン」といいます。)を設定することとし、同年６月26日開催の第84回定時株主総会において、株主の皆様のご承認

を頂いております。本信託型ライツ・プランは、当社の株券等の保有者及びその共同保有者であって議決権割合

が15％を超える者になったことを示す公表がなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、及び、当社

の株券等について、買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の議決権割合がその者の特別関係者の議

決権割合と合計して15％を超えることとなるような公開買付けの開始公告を行ったことを示す公表がなされた

日の翌日から起算して14日間が経過したとき等に限り、原則として、当社議決権割合の15％を超える割合を有す

る大規模買付者グループ以外の者が行使できる新株予約権を、あらかじめ特定の信託銀行に対して発行する仕

組みです。この仕組みが存在することによって、当社取締役会は、大規模買付者グループについて情報の収集・

検討等を行い、株主の皆様にその経営方針やそれが当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に与えうる

影響等を説明することや、代替案を提示する機会並びにそのための時間を確保できることとなります。そして、

これを利用して株主の皆様のために大規模買付者と交渉し、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の

確保又は向上に資すると判断された場合を除いては、本信託型ライツ・プランを発動することといたしました。

当社は、中央三井アセット信託銀行に対して、(a)大規模買付者グループに属する者による新株予約権の行使を
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認めない旨の条項及び(b)当社が大規模買付者グループに属する以外の者から新株予約権を取得し、その対価と

して当社普通株式を交付することができる旨の条項(取得条項)等を付した新株予約権を無償で発行いたしまし

た。本信託型ライツ・プランに係る新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の募集事項は以下のとおり

です。

(本新株予約権募集事項)

(1) 申込期日

平成21年６月30日(火)

(2) 割当日(会社法第238条第１項第４号に定義される。)

平成21年６月30日(火)

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数

1)　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。

2)　本新株予約権の行使により当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移

転(以下当社普通株式の発行又はこれに代わる当社の有する当社普通株式の移転を当社普通株式の「交

付」という。)する数の総数は、25,000,000株とする。ただし、下記3)又は4)により対象株式数(下記3)に定義

される。)が調整される場合には、当該調整後の対象株式数に本新株予約権の総数を乗じた数に調整される

ものとする。

3)　各本新株予約権の行使により当社普通株式を交付する数(以下「対象株式数」という。)は、１株とする。た

だし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われ、調

整の結果生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。また、これらの端数処

理については、その後に生じた対象株式数の調整事由に基づく対象株式数の調整にあたり、かかる端数を調

整前対象株式数に適切に反映したうえで、調整後対象株式数を算出するものとする。

4)　上記3)の対象株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な調整を行う。

①　資本金の額の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換のために対象株式数の調整を必要とすると

き。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により対象株式数の調整

を必要とするとき。

(4) 本新株予約権の総数

25,000,000個

(5) 各本新株予約権の払込価額

無償とする。

(6) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当社普通株式１株当たりの額(以下「行使価額」

という。)に対象株式数を乗じた価額とする。行使価額は１円とする。

(7) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の払込取扱銀行及び払込取扱場所

中央三井信託銀行株式会社　本店

東京都港区芝三丁目33番１号

(8) 本新株予約権の行使期間

平成21年６月30日(火)から平成24年６月30日(土)(ただし、平成24年６月30日(土)以前に権利発動事由(下

記(9)1)に定義される。)が発生した場合には、当該権利発動事由が発生した日から６ヵ月間経過した日)まで

とする。ただし、本新株予約権の行使期間の最終日が払込取扱場所の休業日にあたるときは、その翌営業日を
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最終日とする。

(9) 本新株予約権の行使の条件

1)　下記に記載される者を除く一又は複数の者が、本新株予約権の割当日の前後を問わず、

(ア)　当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第１項に定義される。)の保有者(同法第27条

の23第１項の保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同

法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者

を含む。また、保有者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社

その他の金融機関並びに保有者の公開買付代理人及び主幹事証券会社は、共同保有者とみなす。)で

あって、15％を超える議決権割合を有する者(当社取締役会が、別途定めるライツ・プラン運用ガイド

ライン(以下「ライツ・プラン運用ガイドライン」という。)に規定される企業価値特別委員会(以下

「特別委員会」という。)の意見を徴した上で、当社が発行者である株券等について15％を超える議決

権割合を有する保有者及び共同保有者であると相当の根拠に基づき合理的に認めた者を含み、以下こ

れらの者を総称して「大量保有者グループ」という。)になったことを示す公表(ある者が大量保有者

グループに属する者となったことを当社取締役会が認識した後遅滞なく、当社取締役会の決議に基づ

き、東京証券取引所制定に係る有価証券上場規程所定の開示の方法に従い、当社取締役会が、ある者が

大量保有者グループに属する者となったことを認識した旨を開示し、かつ、当社ホームページ上に掲載

した上で、当社定款所定の公告方法に従い、ある者が大量保有者グループに属する者となった旨の公告

を行ったことをいうものとする。)が全てなされた日の翌日から起算して14日間(ただし、当社取締役会

は、ライツ・プラン運用ガイドラインに従い、かかる期間を延長することができる。)が経過したとき

(当該期間中に当該大量保有者グループ全体の所有に係る議決権割合が15％以下となったことが明ら

かになった場合及び当該大量保有者グループを形成する大規模買付者(後に定義される。)が下記に定

める者であると当社取締役会が認めた場合を除く。)、

又は、

(イ)　当社が発行者である株券等(同法第27条の２第１項に定義される。以下本(イ)において同じ。)につい

て、公開買付け(同法第27条の２第６項に定義される公開買付けであって、同法第27条の２第１項に規

定する買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第

１項で定める場合を含む。)に係る株券等の議決権割合がその者の特別関係者(同法第27条の２第７項

に定義される。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付け

の開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除く。また、その者との間でフィナンシャル・アド

バイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びにその者の公開買付代理人及

び主幹事証券会社は、特別関係者とみなす。以下本項において同じ。)の議決権割合と合計して15％を超

える場合に限る。以下同じ。)(また、以下、上記公開買付けを行う者を「公開買付者」といい、公開買付

者と上記特別関係者を総称して「公開買付者グループ」という。)の公告を行ったことを示す公表(あ

る者が公開買付者グループに属する者となったことを当社取締役会が認識した後遅滞なく、当社取締

役会の決議に基づき、東京証券取引所制定に係る有価証券上場規程所定の開示の方法に従い、当社取締

役会が、ある者が公開買付者グループに属する者となったことを認識した旨を開示し、かつ、当社ホー

ムページ上に掲載した上で、当社定款所定の公告方法に従い、ある者が公開買付者グループに属する者

となった旨の公告を行ったことをいうものとする。)が全てなされた日の翌日から起算して14日間(た

だし、当社取締役会は、ライツ・プラン運用ガイドラインに従いかかる期間を延長することができる。)

が経過したとき(当該期間中に当該公開買付けが撤回された場合及び当該公開買付けを行った者が下

記⑤に定める者であると当社取締役会が認めた場合を除く。)(以下、上記(ア)又は(イ)に定める事由を

それぞれ「権利発動事由」といい、権利発動事由が発生した時点をそれぞれ「権利発動事由発生時
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点」という。)

以降に限り、大量保有者グループ又は公開買付者グループに属する者以外の者のみが、下記(14)及び(15)

に定めるところにより、本新株予約権を行使することができる。なお、大量保有者グループ及び公開買付者

グループ(これらを総称して、以下「大規模買付者グループ」という。)には、(i)これらのグループに属する

者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け又は承継した者、(ii)これらのグルー

プに属する者又は上記(i)に該当する者の関連者(実質的にその者が支配する者又はその者に支配され若し

くはその者と共同の支配下にある者として、特別委員会の意思を徴した上で当社取締役会が相当の根拠に

基づき合理的に認めた者をいう。)及び(iii)これらのグループに属する者又は上記(i)若しくは(ii)に該当

する者と協調して行動する者として、特別委員会の意思を徴した上で当社取締役会が相当の根拠に基づき

合理的に認めた者(取締役会が行う、上記(ii)及び(iii)に該当する者か否かの認定は、新たな出資関係、業

務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通

じた当社株券等に関する実質的な利害関係の形成や、大規模買付者グループに属する者又は(i)に該当する

者及び上記(ii)又は(iii)に該当するか否か判断の対象となっている者が当社に対して直接・間接に及ぼ

す影響等を基礎に行うものとする。)も含まれるものとする。

また、大量保有者グループを形成する保有者(上記(ア)所定の「保有者」)及び公開買付者グループに属

する公開買付者(上記(イ)所定の「公開買付者」)を総称して「大規模買付者」という。

①　当社又は当社の子会社

②　当社を支配する意図なく大規模買付者となった者である旨当社取締役会が認めた者であって、かつ、大

規模買付者になった後14日間(ただし、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。)以内にその

保有する当社の株券等を処分等することにより大規模買付者ではなくなった者

③　当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく大規模買付者になった者で

ある旨当社取締役会が認めた者(ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合

を除く。)

④　当社を委託者とする信託の受託者として本新株予約権をその発行時に取得し、保有している者、又はか

かる者からかかる信託の受託者としての地位を承継した者(当該信託の受託者としての当該者に限り、以

下「受託者」という。)

⑤　上記①から④までに掲げる者のほか、当社取締役会がライツ・プラン運用ガイドラインに従い、その者

による当社の株券等の取得又は保有(以下「買収」という。)が当社の企業価値ひいては株主の共同の利

益の確保又は向上に資すると認めた者(一定の条件の下に当社の企業価値ひいては株主の共同の利益の

確保又は向上に資すると当社取締役会が認めた場合には、当該一定の条件が継続して満たされている場

合に限る。)

2)　上記1)にかかわらず、ある者による大規模買付け等に関し権利発動事由が生じた場合において、当該大規

模買付け等につき、(i)次の各号に規定する事由(以下「脅威」という。)がいずれも存しない場合、又は(ii)

一若しくは複数の脅威が存するにもかかわらず、本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で

相当でない場合には、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約

権を行使することができない。なお、上記(i)又は(ii)の場合に該当するか否かについては、ライツ・プラン

運用ガイドラインに定められる手続に従い判断されるものとする。

①　当該大規模買付け等がその目的やその完了後に予定されている又は想定される当社に関する経営方針

等に鑑み当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を損なうことが明白であること

②　当社取締役会が当該大規模買付け等について十分な情報を取得できないこと、又はこれを取得した後、

当該大規模買付け等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間が存しないこと

③　当該大規模買付け等に係る取引の仕組みがそれに応じることを当社の株主に事実上強要するものであ
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ること

④　当該大規模買付け等の条件(対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実行の蓋然性、完了後における当社

の取引先、従業員等の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含む。)が当社の本源的価値に鑑み不十分又

は不適切であること

⑤　上記①乃至④のほか、当該大規模買付け等又はこれに係る取引が当社の企業価値ひいては株主の皆様共

同の利益の最大化(当社の取引先、従業員等の当社に係る利害関係者の利益が勘案されるものとする。以

下同じ。)を妨げる重大なおそれがあること

3)　上記2)のほか、ある者による大規模買付け等に関し権利発動事由が生じた場合において、当社取締役会の

提示又は賛同する、当該大規模買付け等とは別の代替案が存在し、当該代替案が当社に係る支配権の移転

(特定の者が当社の総株主の議決権の３分の１を超えて保有することとなる行為をいう。)を伴う場合で、か

つ、(i)当該大規模買付け等が当社が発行者である普通株式全てを現金により買い付ける旨の公開買付けの

みにより実施されており、(ii)当該大規模買付け等がその目的やその完了後に予定されている又は想定さ

れる当社に関する経営方針等に鑑み当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を損なうことが明白で

なく、(iii)当該大規模買付け等に係る取引の仕組みがそれに応じることを当社の株主に事実上強要するも

のでなく、かつ、(iv)当該大規模買付け等又はこれに係る取引が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の

利益の最大化を妨げる重大なおそれがないものである場合には、本新株予約権は行使することができない。

なお、上記の場合に該当するか否かについては、ライツ・プラン運用ガイドラインに定められる手続に従い

判断されるものとする。

4)　上記2)及び3)のほか、適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使す

るために、(i)所定の手続の履行若しくは(ii)所定の条件(一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含

む。)の充足、又は(iii)その双方(以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。)が必要とされる場合には、当

該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行又は充足された場合に限り、本新株予約

権を行使することができる。ただし、当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使するために当社が履

行又は充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社としてこれを履行又は充足す

る義務は負わないものとする。また、当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使することが当該法令

上認められない場合には、当該管轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。

5)　受託者は、受託者の地位に基づいて本新株予約権を行使することができない。なお、受託者たる信託銀行又

は信託会社が、固有勘定又は上記1)に規定する信託以外の信託に係る信託勘定によって保有する本新株予

約権を行使することを妨げるものではない。

6)　新株予約権者が、上記1)から5)までの規定に従い新株予約権を行使できない場合であっても、当社は、当該

新株予約権者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。

(10) 本新株予約権の取得事由及び条件

1)　当社は、権利発動事由発生時点以降上記(8)所定の本新株予約権の行使期間が満了する時までの間で当社

取締役会が特別委員会の勧告に基づき別途定める日において、上記(9)に従い本新株予約権を行使すること

ができる者及び上記(9)4)により本新株予約権を行使することができない者(上記(9)2)、3)又は5)の規定に
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より本新株予約権を行使することができない者を除く。)から、当該者の有する本新株予約権を取得し、それら

の者に対し、その対価として、当社普通株式を交付することができる。

2)　上記1)のほか、当社は、次の各号所定のいずれかの事由に該当する場合には、いつでも、当社取締役会の定

める日(ただし、以下の決議があった場合には、当該決議があった日の翌日から起算して３営業日が経過し

た日)において、本新株予約権の全部を無償で取得する。

①　権利発動事由が生じた場合であって、上記(9)2)又は3)に従い本新株予約権の全部を行使することがで

きない場合

②　当社取締役会が当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を最大化するために必要であると認めた場

合

③　当社取締役会が本新株予約権を発行する目的を達成するための新たな制度の導入に際して必要がある

と認めた場合

④　上記①乃至③のほか、当社取締役会が本新株予約権の全部を無償で取得することが適切であると判断

し、その旨決議した場合

⑤　特別委員会が本新株予約権の全部を無償で取得することが適切であると判断し、その旨決議した場合

⑥　当社の株主総会において、本新株予約権全部を無償で取得すべき旨が会社法第309条第１項所定の方法

により決議された場合

(11) 取得の対価として交付される株式の種類及び数

1)　上記(10)に従った本新株予約権の取得の対価として交付される株式の種類は当社普通株式とする。

2)　上記(10)に従った本新株予約権の取得の対価として交付される当社普通株式の総数は、25,000,000株とす

る。ただし、下記3)及び4)により交付株式数(下記3)に定義される。)が調整される場合には、当該調整後の交

付株式数に本新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

3)　各本新株予約権の取得の対価として交付される当社普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、１株

とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、交付株式数は次の算式により調整されるものと

する。

調整後交付株式数＝調整前交付株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われ、調

整の結果生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。また、これらの端数処

理については、その後に生じた交付株式数の調整事由に基づく交付株式数の調整にあたり、かかる端数を調

整前交付株式数に適切に反映したうえで、調整後交付株式数を算出するものとする。

4)　上記3)の交付株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な調整を行う。

①　資本金の額の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換のために交付株式数の調整を必要とするとき

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により交付株式数の調整

を必要とするとき

(12) 合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転時における本新株予約権に代わる新株予約権の交付に関

する事項

当社が次の1)から5)までに掲げる行為(以下「合併等」という。)を行う場合は、当該時点において行使又は

取得されていない本新株予約権に代わる新株予約権を、当該1)から5)までに定める株式会社(以下「存続株式

会社等」という。)に、下記の各号の定めに従い、交付させることができる。ただし、当該交付に関し、下記の各

号の決定方針に沿う記載のある当該1)から5)までに定める契約又は計画につき当社の株主総会の承認を受け

た場合に限るものとする。

1)　合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社：吸収合併契約又は新設合併契約
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2)　吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社：吸収

分割契約

3)　新設分割

新設分割により設立する株式会社：新設分割計画

4)　株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社：株式交換契約

5)　株式移転

株式移転により設立する株式会社：株式移転計画

①　新株予約権の目的となる存続株式会社等の株式の種類

存続株式会社等の普通株式

②　新株予約権の目的となる存続株式会社等の株式の数

合併等の条件等を勘案のうえ、目的となる存続株式会社等の株式の数につき合理的な調整を加える。調

整後の１株未満の端数は切り捨てる。

③　新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

合併等の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整を加える。調整後の１円未満の端数は切り

上げる。

④　承継された新株予約権の権利行使期間、その他の権利行使の条件、取得事由等

上記(8)乃至(11)等に準じて、合併等に際して当社取締役会が決定する。

⑤　取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡については、存続株式会社等の取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が、上記(9)4)

の規定により本新株予約権を行使することができない者(上記(9)2)、3)又は5)の規定により本新株予約

権を行使することができない者を除く。)であるときは、当社取締役会は、下記(16)の事由等を勘案して上

記承認をするか否かを決定する。

(13) 新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条に従い算出される資本金等増加限度額全額とし、資本準備金は増加しないものとする。

(14) 本新株予約権の行使の方法及び行使の請求場所

本新株予約権の行使は、当該行使に係る本新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭を払

込取扱場所に払い込むとともに、当社所定の新株予約権行使請求書(当該本新株予約権者が大規模買付者グ

ループに属する者に該当せず、かかるいずれかの者のために行使しようとしているものではないこと等の表

明・保証条項及び補償条項を含む。)に行使する本新株予約権の個数、対象株式数及び住所等の必要事項を記

載し、これに記名押印したうえ、必要に応じて別途定める本新株予約権行使に要する書類並びに会社法、金融

商品取引法その他の法令及びその関連法規(日本証券業協会及び本邦金融商品取引所の定める規則等を含

む。)の下でその時々において要求されるその他の書類(以下「添付書類」という。)を添えて新株予約権の行

使場所又は自らの口座を開設する口座管理機関に提出することにより行われるものとする。なお、本新株予約

権者は、その所有する各本新株予約権を個別に行使することができるものとし、かかる個別行使の際に残余の

本新株予約権がある場合には、当社は、当該本新株予約権者の個別行使の日付と残余の本新株予約権の個数と

を新株予約権原簿に記載又は記録するものとする。

(15) 本新株予約権行使請求の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力発生時期は、上記(14)の規定に従い、行使に係る本新株予約権行使請求書及

び添付書類が新株予約権の行使場所に到着した時(ただし、権利発動事由発生時点以降においては、かかる到
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着した時又は当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき定めた一定の時で公表されたもののいずれか遅い

時)とする。本新株予約権の行使の効力は、かかる本新株予約権の行使請求の効力が生じた場合であって、か

つ、当該行使に係る本新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭が払込取扱場所において払

い込まれた時に生じるものとする。

(16) 本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が、上記(9)4)の規定により本

新株予約権を行使することができない者(上記(9)2)、3)又は5)の規定により本新株予約権を行使することが

できない者を除く。)であるときは、当社取締役会は、以下の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定す

る。

①　当該管轄地域に所在する者による本新株予約権の全部又は一部の譲渡に関し、譲渡人により譲受人が作成

し署名又は記名押印した確認書(下記についての表明・保証条項及び補償条項を含む。)が提出されている

こと

②　譲渡人及び譲受人が大規模買付者グループに属する者でないこと

③　譲受人が当該管轄地域に所在せず、当該管轄地域に所在する者のために譲り受けようとしている者ではな

いこと

④　譲受人が上記②及び③に定めるいずれかの者のために譲り受けようとしている者でないこと

(17) 本新株予約権証券の発行

本新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しない。

(18) 割当先

中央三井アセット信託銀行株式会社

(19) 法令の改正等による修正

本新株予約権発行後、法令又は関連する金融商品取引所の規則若しくはガイドラインの新たな制定又は改

廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合においては、当該制定

又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替える

ものとする。ただし、当社取締役会が別途定める場合はこの限りではない。

(4) 上記(2)の取組みについての取締役会の判断

当社の中期経営計画の策定等による企業価値向上に向けた取組み、コーポレート・ガバナンスの強化等の各

取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、結果として当

社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に反する株式の大規模買付けの防止に資するものです。従いまし

て、上記(2)の取組みは上記(1)の当社の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様共同の利益を損なうもの

でなく、又、当社の役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

(5) 上記(3)の取組みについての取締役会の判断

当社取締役会は上記(3)の取組みは当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に反する大規模買付けを

防止するものでありますことから、上記(3)の取組みは、上記(1)の当社の基本方針に沿って策定されたものであ

ると考えております。

また、当社取締役会は、上記(3)の取組みは、下記の仕組みを有していることから、株主の皆様共同の利益を損

なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

①　設定に際しての株主総会特別決議による承認

米国のライツ・プランは一般的に取締役会決議のみで導入されています。これに対し、当社が設定する本信

託型ライツ・プランは、新株予約権の発行に際し株主総会の特別決議により承認されています。
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②　合理的な客観的解除要件の設定

本新株予約権は、買収提案が当社の利益に資する場合には行使することができないように、客観的な条件が

定められています。本新株予約権の行使条件の充足の有無の判断等については、特別委員会がライツ・プラン

運用ガイドラインに定める手続に従ってこれを行い、当社取締役会は、かかる特別委員会の判断を最大限尊重

して、当社としての最終決定を行うこととなります。

③　本新株予約権の無償取得可能性の確保(デッドハンド性の否定)

当社取締役会は、本新株予約権を行使することができない場合には、本新株予約権が行使可能になる時点を

先送りする等しない限り、原則として当社が本新株予約権を無償にて取得することを決議しなければなりま

せん。これに加え、当社取締役会は、一定の場合には、いつでも当社が本新株予約権を取得することを決議する

ことができるものとされています。いわゆる委任状勧誘合戦の結果、大規模買付者により選任された取締役に

よって構成される当社取締役会もこの権限を有するため、議決権行使を通じて株主の皆様の意思表示が反映

されることが確保されているといえます。以上から、本信託型ライツ・プランにおける本新株予約権は、米国

でかつて存在した、いわゆるデッドハンド・ピル、スローハンド・ピルなどといったライツ・プランと全く異

なるものです。

④　ライツ・プラン運用ガイドラインの採択

当社取締役会は、本新株予約権が合理的に利用されるために、有事の際の発動・維持・解除等に関する判断

権者、手続、判断方法等を具体的に記載したライツ・プラン運用ガイドラインを、特別委員会の同意を得て当

社取締役会において決議しております。

⑤　独立社外者のみからなる特別委員会の設置

本信託型ライツ・プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のための濫用を防止するために、特別

委員会を設置し、当社取締役会の判断の公正さを担保し、その恣意的な判断を排除するために、特別委員会の

勧告を最大限尊重するものとしています。本信託型ライツ・プラン設定時の特別委員会は、社外監査役１名及

び社外有識者２名のみにより構成され、今後も独立社外者のみから構成されるものとしています。特別委員会

は、具体的には、株主の皆様に代わり、株主の皆様のために、情報の収集や買収提案の検討を行い、大規模買付

者との交渉を指示し、本信託型ライツ・プランの発動、行使条件充足時期の先送り及び新株予約権の無償取得

の是非等に関する決定を行い、当社取締役会に勧告する役割等を果たします。

⑥　第三者専門家の意見の取得

大規模買付者グループが出現すると、特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者(フィナンシャル・アド

バイザー、公認会計士、弁護士等の専門家)の助言を受けることができるとされています。

⑦　有効期間を限定していること(サンセット条項)

本新株予約権の行使期間は原則として平成24年６月30日(土)までの３年間とされており、かかる３年経過

後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されてい

ます。

⑧　当社取締役の任期(１年)の維持(期差任期型取締役会の不存在)

米国の多くの企業においては、取締役を三つのグループに分け、その任期をずらす期差任期型取締役会をラ

イツ・プランと併用することにより、ライツ・プランに非常に高い防衛効果を付与しています。これに対し、

当社は、当社取締役の任期を１年としており、期差任期型取締役会を有しておらず、当社は、本信託型ライツ・

プランの設定後も、この状態を維持することとしております。また、会社法第341条により、当社取締役は株主

総会の過半数の決議で解任されることもできます。当社取締役会としては、株主の皆様が、毎年、株主総会にお

ける議決権の行使による当社取締役の選解任を通じ、本信託型ライツ・プランの是非についてご判断される

ことが適切であると考えております。
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４ 【事業等のリスク】

当社グループは工業薬品と住宅向けを中心とする建材製品の二つの事業分野に展開しており、特定分野への過

度の集中は極力排しています。更に、当社グループの主力事業である工業薬品の分野においては、エレクトロニク

ス、自動車・船舶、石油化学、塗料・インキ、セラミック・ガラス、ゴム・プラスチック、エネルギー等、多方面に、多

品種少量で供給しており、それぞれの分野の景気変動リスクは分散される構造となっております。このような中

で、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性のある事業リスクは以下のようなものがあります。

①　薬品事業の非鉄金属・石油関連の原料など、建材事業の鉄・ステンレス・アルミ等の材料は、世界的需給関係

や投機資金の動きなどにより急騰、急落することがあり、それによるコストの上昇が売価に転稼できないリス

ク、相場下落の影響を売価が先行して受けるリスクがあります。

また、非鉄金属原料は、生産国が偏っており、政治的、経済的または自然災害トラブルにより供給面で障害が生

ずるリスクがあります。

②　当社グループが製造・販売する工業薬品は、メーカーに納入する中間材が主体ですが、納入メーカーの事業戦

略変更等が発生した場合、先方の都合により当該製品の納入中止等のリスクがあります。

③　当社グループが展開する事業分野で、当社グループ製品が引き続いて優位性を発揮する為には、絶えず新製品

・新技術の開発が必要でありますが、投資に対する効果面で、必ずしも目標とした成果が得られないリスクがあ

ります。

④　当社グループの海外における生産・販売の拠点構築は、需要動向を勘案し、計画的、段階的に拡充しております

が、進出先の法規制変更、テロ、戦争の勃発等、予期し得ない出来事により、現地での生産・販売が阻害され、業

績、財政状態に悪影響を及ぼすリスクがあります。

⑤　当社グループが製造、販売する工業薬品および使用する原料の一部に、法令で定める劇毒物・危険物薬品があ

ります。その管理については、法令を遵守するとともに内部統制の観点からも、万全を期しておりますが、使用、

保管、輸送途上等での不測の事態によって発火、盗難、散逸等が発生した場合、火災の発生、環境汚染を招いたり、

人体に危害が加わる可能性があります。ひいては損害賠償を求められるリスクがあります。

⑥　当社はISO9001をはじめ製品の品質規格については、関連法規の遵守、ユーザーとの契約基準遵守等、管理、開

発、生産、販売には万全を期しておりますが、不測の品質トラブルが発生し、当社製品や当社グループ製品全体の

評価を低下させ、ひいては当社グループの経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

５ 【経営上の重要な契約等】

当連結会計年度において、経営上の重要な契約等はありません。

 

６ 【研究開発活動】

当連結会計年度の研究開発活動は、従前通り、顧客に信頼され、満足していただける製品開発に加え、近年強く求

められております地球環境に配慮した製品及び需要の伸びが期待できる二次電池をはじめとするIT関連の製品の

開発に鋭意取組んでまいりました。研究開発体制は、引き続いて市場ニーズへの対応を試作開発チームで、中長期

のテーマを専門分野別チームでそれぞれ分担し、厳しい事業環境の中、早期の販売実績化を最優先課題として推進

いたしました。セグメント別の研究開発活動は次の通りでありました。

薬品事業においては、表面処理事業の柱であります無電解ニッケルめっき液「ニッケルブーマー」は顧客ニー

ズの多様化に応えるべくめっき液のラインナップ拡充を重点目標とし、ニッケルブーマーブラック改良品やＰＴ

ＦＥ複合無電解ニッケルめっき液のサンプルワークを開始いたしました。その他表面処理薬剤の分野では環境対

応型表面処理プロセスの開発を進めて、耐光性を改良したニッケルフリーアルマイト封孔剤が海外ユーザーから

採用をいただき、ノーシアン銅めっきやノーシアン銅錫合金めっき液のサンプルワークを開始いたしました。ま

た、めっき液に添加する有機添加剤の濃度管理は補給機能付き管理装置の実用化で顧客のメンテナンスフリー化

に貢献して好評を戴いていることから、引き続き適用範囲拡大に取り組んでおります。電子材料の分野では、ニッ

ケルクロムシード層除去液「FLICKER」に加えてニッケル、銅や各種素材の選択エッチング液の品揃えを拡充して

様々なニーズに応える体制作りに取組んでおります。二次電池用正極薬材では民生用、車載用共に性能アップに加

えてニッケル系、三元系共に生産性を大幅に向上させる生産技術を実用化しコスト低減と生産能力の引き上げで
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顧客の需要増に応えることができました。更に、研究基盤の拡充で生産技術を磨き、新用途に向けた高容量化や高

出力密度化を実現する研究開発にも鋭意取組んでおります。その他の分野においても、顧客ニーズに基づいた各種

工業薬品、環境対応型薬剤や樹脂硬化触媒の開発等を展開して、拡販に向けて着実に成果を得てきております。

建材事業においては、主力製品である「防火通気見切り縁ＢＭシリーズ」をＪＩＳ改正による軒天井板の厚み

14ｍｍ品に対応させた製品改良を行い、現行12ｍｍ品と並行して納入を開始いたしました。また、軒天井板メーカ

の新材料と当社ＢＭシリーズと組み合わせて国土交通大臣認定を取得するため、防火性能の試験・確認を進めて

おります。更にＢＭシリーズは、デザイン性・施工性の向上、及び低コストな新形状品や、都市部に多い軒の出が少

ない建物に対応する新製品の開発を進めております。その他住宅関連新製品開発につきましては、住宅の内部に用

いられる、機能性を加えたシステム壁パネルに、新たに掃除機能を付加したタイプや、間仕切りパネル構造体も開

発を完了し、納入を開始いたしました。さらに間仕切りパネル構造体は、引き続き、施工性や新たな機能を設けた関

連製品の開発を進めております。エクステリア関連製品では、デザインと機能性を追求した新型ポストの開発や、

外構用笠木の開発を進めております。またエクステリア関連製品に加え、環境に配慮した、屋上緑化の製品は、公的

試験機関の飛び火性能試験や遮熱試験を行い、性能の確認、施工検証も終えて、納入可能といたしました。一方、制

御盤用熱交換器「クールフィン」に関しましては、主に工作機械メーカー向けに、省エネルギー対応の強化、欧米

の規格に対応する製品群の充実を図っております。又、太陽光発電関連を新しい市場とし、これに対応できる新し

いタイプの熱交換器の開発も進めております。

なお、当連結会計年度の研究開発費は、上記の各チームの活動費を含め382百万円(薬品事業332百万円、建材事業

50百万円)であります。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態

当社グループは、円滑な事業活動の為の資金確保に努めるとともに、適切な流動性の維持を図り、健全なバラ

ンスシートの維持を目的に財務活動を進めています。

当連結会計年度末の総資産は28,986百万円(前連結会計年度末比2,419百万円9.1％増)、流動資産は19,021百

万円(同2,449百万円14.8％増)、固定資産は9,965百万円(同30百万円0.3％減)となりました。

流動資産の増加は、原材料等の棚卸資産の大幅増や、前連結会計年度末に比べ売上増に伴う売上債権の増加や

営業活動によるキャッシュ・フロー増加に伴う現金及び預金が増加したことによるものです。固定資産は、有形

固定資産が福島第二工場の建屋の完成によって建物が増加しながらも、既存設備の減価償却が影響したため、僅

かながら減少しました。

当連結会計年度末の負債合計は6,274百万円(同902百万円16.8％増)となりました。これは、仕入債務や短期借

入金が増加したことが主な要因です。

当連結会計年度末の純資産は22,711百万円(同1,516百万円7.2％増)となりました。これは、その他の包括利益

累計額が減少したものの利益剰余金が増加したことによるものです。

以上の結果、自己資本比率は、純資産が増加したものの総資産の増加の伸び率が大きく、前連結会計年度末

79.8％から78.4％に低下しました。また一株当たりの純資産額は、前連結会年度末の1,075円87銭から当連結会

計年度末は1,152円57銭となりました。

(2) 経営成績

当連結会計年度の日本経済は、当第２四半期累計期間において、企業収益の改善、各種経済対策による個人消

費の増加、新興国向け輸出が堅調に推移したことにより緩やかな回復を見せたものの、秋以降は円高の進行、経

済対策の終息・縮小による個人消費の反動減などがあり、また、東日本大震災の影響により、一層、事業環境の厳

しさが増す状況となりました。当社グループの薬品関連業界においては、情報技術関連を中心にして緩やかな回

復が見られ、建材関連業界においては、住宅建設や工作機械関連需要の緩やかな回復がみられましたが、薬品部

門、建材部門とも震災の影響を被りました。
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このような状況のもと、当社グループは引き続き、新製品や新規用途開発品を中心に販売数量・生産数量の確

保・拡大、低コスト体質の強化に努め、また、東日本大震災への対応としましては、震災及び東京電力福島原子力

発電所事故による立入り制限等に伴う福島第一・第二工場の操業停止に対し、直ちに、埼玉・大利根工場での代

替生産に踏み切る等、震災の影響を最小限にするべく努力した結果、当連結会計年度の売上高は、前連結会計年

度比4,512百万円　21.5％増の25,539百万円となりました。

営業利益は、薬品部門における通期での増収効果、生産数量の増加に伴う固定費負担の軽減、安価原料・リサ

イクル原料の活用拡大等、および建材部門における増収効果、コスト・経費の削減等の寄与により、前連結会計

年度比1,096百万円　44.2％増の3,575百万円となり、当連結会計年度の売上高営業利益率は14.0％と、前連結会

計年度より2.2ポイント上昇いたしました。

経常利益は、営業外損益に大きな変動はありませんが、営業利益の大幅な増加により、前連結会計年度比1,127

百万円　43.8％増の3,704百万円となりました。

税金等調整前当期純利益は、営業利益の増加があったものの、東日本大震災に伴う災害による損失162百万円、

災害損失引当金繰入額153百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額98百万円等の特別損失の発生によ

り、前連結会計年度比661百万円　26.0％増の3,209百万円となりました。

以上の結果、当期純利益は、前連結会計年度比　348百万円　22.1％増の1,925百万円となり、一株当たりの当期

純利益は97円76銭(前連結会計年度80円06銭)、自己資本当期純利益率は8.8％(前連結会計年度7.7％)と上昇し

ました。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、今後の景気見通し、業界の動向、投資効率等を総合

的に勘案して実施しております。

当連結会計年度の設備投資は総額861百万円であり、その主なものとしては、薬品事業部門では、新製品及び省力

化・合理化を目的とした生産設備を主体として831百万円を実施いたしました。建材事業部門では、新製品生産設

備を主体として29百万円を実施いたしました。

なお、当連結会計年度における重要な設備の除却または売却はありません。
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２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

平成23年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(千円) 従業
員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

生産設備

埼玉工場
(埼玉県草加市)

薬品事業
無機薬品、有機薬
品・その他製造
設備

432,0231,286,650
58,509

(40,487.07)
47,1281,824,312129

青柳工場
(埼玉県草加市)

建材事業
住宅建材・その
他建材製造及び
販売設備

78,30037,480
52,327

(17,662.75)
13,192181,30042

福島第一工場
(福島県双葉郡
広野町)

薬品事業
無機薬品製造
設備

236,196413,359
123,712

(29,434.33)
21,022794,29028

福島第二工場
(福島県双葉郡
楢葉町)

薬品事業
無機薬品製造
設備

216,4927,936
155,469

(24,013.19)
― 379,898―

大利根工場
(埼玉県加須市)

薬品事業
無機薬品、有機薬
品製造設備

168,56498,207
620,110

(13,335.72)
10,430897,31321

本社・
営業設備

本社
(東京都台東区)

　 ―
薬品事業

本社管理業務及
び東日本地区販
売設備

18,452 2,694
46,380
(354.57)

1,665 69,19347

大阪支店
(大阪市中央区)

薬品事業
建材事業

関西以西地区
販売設備

9,504 ―
162,729
(602.63)

1,261173,49519

名古屋支店
(名古屋市中区)

薬品事業
建材事業

中京・東海地区
販売設備

5,750 251
7,182
(162.79)

981 14,1668

研究設備
総合研究所
(埼玉県草加市)

薬品事業
調査・研究・
開発設備

31,90423,668 ― 17,00872,58133

厚生設備

越谷社宅
(埼玉県越谷市)

　 ―
社員住宅施設
(一部賃貸してお
ります)

128,293 ―
288,070
(1,946.00)

― 416,364―

埼玉独身寮
(埼玉県草加市)

薬品事業
建材事業

社員住宅施設 26,445 81
9,111

(3,820.33)
587 36,225―

青柳独身寮
(埼玉県草加市)

　 ―
薬品事業

社員住宅施設 31,650 ―
108,613
(1,130.31)

407 140,671―

(注) １　現在休止中の主要な設備はありません。

２　帳簿価額の内「その他」は、工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

３　リース契約等により使用する主要な賃借設備はありません。

 

(2) 在外子会社

平成22年12月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円) 従業員
数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

ネクサス・
エレケミッ
クCO.,LTD.

タイ国アユタヤ県 薬品事業
めっき加工
設備

148,786293,155
41,568
(10,444)

16,307499,817370

サイアム・
エヌケーエ
スCO.,LTD.

タイ国アユタヤ県 薬品事業
めっき用薬品
製造設備

― 2,720
119,513
(26,224)

1,669123,9047

(注) １　現在休止中の主要な設備はありません。

２　帳簿価額の内「その他」は、工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

３　リース契約等により使用する主要な賃借設備はありません。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

重要な設備の新設等の計画はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成23年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年６月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,680,00020,680,000
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は
1,000株であります。

計 20,680,00020,680,000― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

株主総会の特別決議日(平成21年６月26日)

信託型ライツ・プラン導入のための新株予約権の発行

当社は会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の企業価値を毀損し、株主の利益に反する

買収に対する防衛策として、新株予約権と信託の仕組みを利用した第二回信託型ライツ・プランを導入する

ことを平成21年６月26日開催の定時株主総会にて可決しました。

 

 
事業年度末現在
(平成23年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年５月31日)

決議年月日 平成21年６月26日 同左

付与対象者 (注)１ 同左

新株予約権の数 　25,000,000個 同左

新株予約権のうち自己

新株予約権の数

― ―

新株予約権の目的とな

る株式の種類

当社普通株式 同左
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事業年度末現在
(平成23年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年５月31日)

新株予約権の目的とな

る株式の数

(1) 新株予約権の行使により当社普通株式を新たに発行又は

これに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下当社普

通株式の発行又はこれに代わる当社の有する当社普通株式

の移転を当社普通株式の「交付」という。)する数の総数は、

25,000,000株とする。ただし、下記(2)又は(3)により対象株

式数(下記(2)に定義される。)が調整される場合には、当該調

整後の対象株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整さ

れるものとする。

(2) 各新株予約権の行使により当社普通株式を交付する数(以

下「対象株式数」という。)は、１株とする。ただし、当社が株

式分割又は株式併合を行う場合、対象株式数は次の算式によ

り調整されるものとする。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比

率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行

使されていないものについてのみ行われ、調整の結果生ずる

１株未満の端数は切り捨てるものとし、現金による調整は行

わない。また、これらの端数処理については、その後に生じた

対象株式数の調整事由に基づく対象株式数の調整にあたり、

かかる端数を調整前対象株式数に適切に反映したうえで、調

整後対象株式数を算出するものとする。

(3) 上記(2)の対象株式数の調整を必要とする場合以外にも、

次に掲げる場合には、当社は、必要な調整を行う。

①　資本金の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換の

ために対象株式数の調整を必要とするとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性

が生じる事由の発生により対象株式数の調整を必要とす

るとき。

同左

新株予約権の行使時の

払込金額

(1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当

社普通株式１株当たりの額(以下「行使価額」という。)に対

象株式数を乗じた価額とする。

(2) 行使価額は１円とする。

同左

新株予約権の行使期間 平成21年６月30日(火)から平成24年６月30日(土)(ただし、

平成24年６月30日(土)以前に権利発動事由(下記「新株予約権

の行使の条件」欄の(1)に定義される。)が発生した場合には、

当該権利発動事由が発生した日から６ヶ月間経過した日)まで

とする。ただし、新株予約権の行使期間の最終日が払込取扱場

所の休業日にあたるときは、その翌営業日を最終日とする。

同左

新株予約権の行使によ

り新株を発行する場合

における増加する資本

金の額及び資本準備金

の額

各新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合に

おける増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出

される資本金等増加額全額とし、資本準備金は増加しないもの

とする。

同左
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事業年度末現在
(平成23年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年５月31日)

新株予約権の行使の条

件

(1) 下記①乃至⑤に記載される者を除く一又は複数の者が、新

株予約権の割当日の前後を問わず、

(ア)当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23

第１項に定義される。)の保有者(同法第27条の23第１項の

保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を

含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第５項に定義

される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者

とみなされる者を含む。また、保有者との間でフィナン

シャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券

会社その他の金融機関並びに保有者の公開買付代理人及

び主幹事証券会社は、共同保有者とみなす。)であって、

15％を超える議決権割合((ⅰ)当社が発行者である株券等

(金融商品取引法第27条の23第１項に定義される。)の保有

者の株券等保有割合(同法第27条の23第４項に定義され

る。)又は(ii)当社が発行者である株券等(同法第27条の23

第１項に定義される。)の公開買付けに係る公開買付者(後

に定義される。)及び特別関係者(後に定義される。)の株券

等所有割合(同法第27条の２第８項に定義される。)の合計

をいう。株券等保有割合及び株券等所有割合の算出に当

たっては、発行済株式の総数(同法第27条の23第４項に規

定される。)及び総議決権の数(同法第27条の２第８項に規

定される。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株

券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照す

ることができるものとする。以下同じ。)を有する者(当社

取締役会が、別途定めるライツ・プラン運用ガイドライン

(以下「ライツ・プラン運用ガイドライン」という。)に規

定される企業価値特別委員会(以下「特別委員会」とい

う。)の意見を徴した上で、当社が発行者である株券等につ

いて15％を超える議決権割合を有する保有者及び共同保

有者であると相当の根拠に基づき合理的に認めた者を含

み、以下これらの者を総称して「大量保有者グループ」と

いう。)になったことを示す公表(ある者が大量保有者グ

ループに属する者となったことを当社取締役会が認識し

た後遅滞なく、当社取締役会の決議に基づき、東京証券取

引所制定に係る有価証券上場規程所定の開示の方法に従

い、当社取締役会が、ある者が大量保有者グループに属す

る者となったことを認識した旨を開示し、かつ、当社ホー

ムページ上に掲載した上で、当社定款所定の公告方法に従

い、ある者が大量保有者グループに属する者となった旨の

公告を行ったことをいうものとする。)が全てなされた日

の翌日から起算して14日間(ただし、当社取締役会は、ライ

ツ・プラン運用ガイドラインに従い、かかる期間を延長す

ることができる。)が経過したとき(当該期間中に当該大量

保有者グループ全体の所有に係る議決権割合が15％以下

となったことが明らかになった場合及び当該大量保有者

グループを形成する大規模買付者(後に定義される。)が下

記⑤に定める者であると当社取締役会が認めた場合を除

く。)、

同左
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 又は、

(イ)当社が発行者である株券等(同法第27条の２第１項に定

義される。以下本(イ)において同じ。)について、公開買付

け(同法第27条の２第６項に定義される公開買付けであっ

て、同法第27条の２第１項に規定する買付け等の後におけ

るその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法

施行令第７条第１項で定める場合を含む。)に係る株券等

の議決権割合がその者の特別関係者(同法第27条の２第７

項に定義される。ただし、同項第１号に掲げる者について

は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関

する内閣府令第３条第２項で定める者を除く。また、その

者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結し

ている投資銀行、証券会社その他の金融機関並びにその者

の公開買付代理人及び主幹事証券会社は、特別関係者とみ

なす。以下本項において同じ。)の議決権割合と合計して

15％を超える場合に限る。以下同じ。)(また、以下、上記公

開買付けを行う者を「公開買付者」といい、公開買付者と

上記特別関係者を総称して「公開買付者グループ」とい

う。)の公告を行ったことを示す公表(ある者が公開買付者

グループに属する者となったことを当社取締役会が認識

した後遅滞なく、当社取締役会の決議に基づき、東京証券

取引所制定に係る有価証券上場規程所定の開示の方法に

従い、当社取締役会が、ある者が公開買付者グループに属

する者となったことを認識した旨を開示し、かつ、当社

ホームページ上に掲載した上で、当社定款所定の公告方法

に従い、ある者が公開買付者グループに属する者となった

旨の公告を行ったことをいうものとする。)が全てなされ

た日の翌日から起算して14日間(ただし、当社取締役会は、

ライツ・プラン運用ガイドラインに従いかかる期間を延

長することができる。)が経過したとき(当該期間中に当該

公開買付けが撤回された場合及び当該公開買付けを行っ

た者が下記⑤に定める者であると当社取締役会が認めた

場合を除く。)(以下、上記(ア) 又は(イ)に定める事由をそ

れぞれ「権利発動事由」といい、権利発動事由が発生した

時点をそれぞれ「権利発動事由発生時点」という。)

以降に限り、大量保有者グループ又は公開買付者グループ

に属する者以外の者のみが、下記６及び７に定めるところに

より、本新株予約権を行使することができる。なお、大量保有

者グループ及び公開買付者グループ(これらを総称して、以

下「大規模買付者グループ」という。)には、(ⅰ)これらのグ

ループに属する者から新株予約権を当社取締役会の承認を

得ることなく譲り受け又は承継した者、(ii)これらのグルー

プに属する者又は上記(ⅰ)に該当する者の関連者(実質的に

その者が支配する者又はその者に支配され若しくはその者

と共同の支配下にある者として、特別委員会の意思を徴した

上で当社取締役会が相当の根拠に基づき合理的に認めた者

をいう。)及び(iii)これらのグループに属する者又は上記

(ⅰ)若しくは(ii)に該当する者と協調して行動する者とし

て、特別委員会の意思を徴した上で当社取締役会が相当の根

拠に基づき合理的に認めた者(取締役会が
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 行う、上記(ii)及び(iii)に該当する者か否かの認定は、新た

な出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関

係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通

じた当社株券等に関する実質的な利害関係の形成や、大規模

買付者グループに属する者又は(ⅰ)に該当する者及び上記

(ii)又は(iii)に該当するか否か判断の対象となっている者

が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うも

のとする。)も含まれるものとする。

また、大量保有者グループを形成する保有者(上記(ア)所

定の「保有者」)及び公開買付者グループに属する公開買付

者(上記(イ)所定の「公開買付者」)を総称して「大規模買

付者」という。

①　当社又は当社の子会社

②　当社を支配する意図なく大規模買付者となった者である

旨当社取締役会が認めた者であって、かつ、大規模買付者

になった後14日間(ただし、当社取締役会はかかる期間を

延長することができる。)以内にその保有する当社の株券

等を処分等することにより大規模買付者ではなくなった

者

③　当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の

意思によることなく大規模買付者になった者である旨当

社取締役会が認めた者(ただし、その後、自己の意思により

当社の株券等を新たに取得した場合を除く。)

④　当社を委託者とする信託の受託者として本新株予約権を

その発行時に取得し、保有している者、又はかかる者から

かかる信託の受託者としての地位を承継した者(当該信託

の受託者としての当該者に限り、以下「受託者」という。)

⑤　上記①から④までに掲げる者のほか、当社取締役会がラ

イツ・プラン運用ガイドラインに従い、その者による当社

の株券等の取得又は保有(以下「買収」という。)が当社の

企業価値ひいては株主の共同の利益の確保又は向上に資

すると認めた者(一定の条件の下に当社の企業価値ひいて

は株主の共同の利益の確保又は向上に資すると当社取締

役会が認めた場合には、当該一定の条件が継続して満たさ

れている場合に限る。)

(2) 上記(1)の規定にかかわらず、ある者による大規模買付け

等に関し権利発動事由が生じた場合において、当該大規模買

付け等につき、(ⅰ)次の各号に規定する事由(以下「脅威」

という。)がいずれも存しない場合、又は(ii)一若しくは複数

の脅威が存するにもかかわらず、本新株予約権の行使を認め

ることが当該脅威との関係で相当でない場合には、本新株予

約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)

は、本新株予約権を行使することができない。なお、上記(ii)

又は(ii)の場合に該当するか否かについては、ライツ・プラ

ン運用ガイドラインに定められる手続に従い判断されるも

のとする。

①　当該大規模買付け等がその目的やその完了後に予定され

ている又は想定される当社に関する経営方針等に鑑み当

社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を損なうこ

とが明白であること
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 ②　当社取締役会が当該大規模買付け等について十分な情報

を取得できないこと、又はこれを取得した後、当該大規模

買付け等に対する代替案を提示するために合理的に必要

な期間が存しないこと

③　当該大規模買付け等に係る取引の仕組みがそれに応じる

ことを当社の株主に事実上強要するものであること

④　当該大規模買付け等の条件(対価の価額・種類、時期、方

法の適法性、実行の蓋然性、完了後における当社の取引先、

従業員等の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含む。)

が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適切であること

⑤　上記①乃至④のほか、当該大規模買付け等又はこれに係

る取引が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益

の最大化(当社の取引先、従業員等の当社に係る利害関係

者の利益が勘案されるものとする。以下同じ。)を妨げる重

大なおそれがあること

(3) 上記(2)の規定のほか、ある者による大規模買付け等に関

し権利発動事由が生じた場合において、当社取締役会の提示

又は賛同する、当該大規模買付け等とは別の代替案が存在

し、当該代替案が当社に係る支配権の移転(特定の者が当社

の総株主の議決権の３分の１を超えて保有することとなる

行為をいう。)を伴う場合で、かつ、(ⅰ)当該大規模買付け等

が当社が発行者である普通株式全てを現金により買い付け

る旨の公開買付けのみにより実施されており、(ii)当該大規

模買付け等がその目的やその完了後に予定されている又は

想定される当社に関する経営方針等に鑑み当社の企業価値

ひいては株主の皆様共同の利益を損なうことが明白でなく、

(iii)当該大規模買付け等に係る取引の仕組みがそれに応じ

ることを当社の株主に事実上強要するものでなく、かつ、

(iv)当該大規模買付け等又はこれに係る取引が当社の企業

価値ひいては株主の皆様共同の利益の最大化を妨げる重大

なおそれがないものである場合には、本新株予約権は行使す

ることができない。なお、上記の場合に該当するか否かにつ

いては、ライツ・プラン運用ガイドラインに定められる手続

に従い判断されるものとする。

(4) 上記(2)及び(3)のほか、適用ある外国の法令上、当該法令

の管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使するために、

(ⅰ)所定の手続の履行若しくは(ii)所定の条件(一定期間の

行使禁止、所定の書類の提出等を含む。)の充足、又は(iii)そ

の双方(以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。)が必要

とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠

法行使手続・条件が全て履行又は充足された場合に限り、本

新株予約権を行使することができる。ただし、当該管轄地域

に所在する者が本新株予約権を行使するために当社が履行

又は充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件に

ついては、当社としてこれを履行又は充足する義務は負わな

いものとする。また、当該管轄地域に所在する者が本新株予

約権を行使することが当該法令上認められない場合には、当

該管轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することが

できない。
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 (5) 受託者は、受託者の地位に基づいて本新株予約権を行使す

ることができない。なお、受託者たる信託銀行又は信託会社

が、固有勘定又は上記(1)④に規定する信託以外の信託に係

る信託勘定によって保有する本新株予約権を行使すること

を妨げるものではない。

(6) 新株予約権者が、上記(1)から(5)までの規定に従い新株予

約権を行使できない場合であっても、当社は、当該新株予約

権者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないも

のとする。

 

新株予約権の譲渡に関

する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要す

る。なお、譲渡人が日本国外に所在する者であって、上記「新株

予約権の行使の条件」欄の(4)の規定により新株予約権を行使

することができない者(上記「新株予約権の行使の条件」欄の

(2)、(3)又は(5)の規定により新株予約権を行使することがで

きない者を除く。)であるときは、当社取締役会は、以下の事由

等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。

①　当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部又は一

部の譲渡に関し、譲渡人により譲受人が作成し署名又は記名

捺印した確認書(下記②乃至④についての表明・保証条項及

び補償条項を含む。)が提出されていること

②　譲渡人及び譲受人が大規模買付者グループに属する者でな

いこと

③　譲受人が当該管轄地域に所在せず、当該管轄地域に所在す

る者のために譲受しようとしている者ではないこと

④　譲受人が上記②及び③に定めるいずれかの者のために譲り

受けようとしている者でないこと

同左

取得条項に関する事項 (注)２ 同左

信託の設定の状況 (注)３ 同左

代用払込みに関する事

項

― ―

組織再編成行為に伴う

新株予約権の交付に関

する事項

 

(注)５

 

同左

(注) １　当社は、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とする新株予約権管理信託契約を締結し、信託を設定しました。

権利発動事由が発生するまでは、同信託銀行が同信託契約に基づき新株予約権を管理し、権利発動事由が発生した場

合は、その後の一定の手続に従い最初に特定される当社の全株主(買収者を含み、自己株式所有者としての当社を除

く。)が新株予約権の交付を受けるべき受益者として確定されます。

２　新株予約権の取得事由及び条件

(1) 当社は、権利発動事由発生時点以降上記「新株予約権の行使期間」欄の新株予約権の行使期間が満了する時まで

の間で当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき別途定める日において、上記「新株予約権の行使の条件」欄に従

い新株予約権を行使することができる者及び上記「新株予約権の行使の条件」欄の(4)により新株予約権を行使す

ることができない者(上記「新株予約権の行使の条件」欄の(2)、(3)又は(5)の規定により新株予約権を行使するこ

とができない者を除く。)から、当該者の有する新株予約権を取得し、それらの者に対し、その対価として、当社普通株

式を交付することができる。

(2) 上記のほか、当社は、次の各号所定のいずれかの事由に該当する場合には、いつでも、当社取締役会の定める日(た

だし、以下の⑤又は⑥の決議があった場合には、当該決議があった日の翌日から起算して３営業日が経過した日)に

おいて、新株予約権の全部を無償で取得する。

①　権利発動事由が生じた場合であって、上記「新株予約権の行使の条件」欄の(2)又は(3)に従い新株予約権の全部

が行使することができないとき
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②　当社取締役会が当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を最大化するために必要であると認めた場合

③　当社取締役会が新株予約権を発行する目的を達成するための新たな制度の導入に際して必要があると認めた場

合

④　上記①乃至③のほか、当社取締役会が新株予約権の全部を無償で取得することが適切であると判断し、その旨決

議した場合

⑤　特別委員会が新株予約権の全部を無償で取得することが適切であると判断し、その旨決議した場合

⑥　当社の株主総会において、新株予約権全部を無償で取得すべき旨が会社法第309条第１項所定の方法により決議

された場合

３　当社を委託者とし中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とする新株予約権管理信託契約を締結し、信託を設定

しております。

４　取得の対価として交付される株式の種類及び数

(1) 上記(注)２に従った新株予約権の取得の対価として交付される株式の種類は当社普通株式とする。

(2) 上記(注)２に従った新株予約権の取得の対価として交付される当社普通株式の総数は、25,000,000株とする。ただ

し、下記(3)及び(4)により交付株式数(下記(3)に定義される。)が調整される場合には、当該調整後の交付株式数に新

株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

(3) 各新株予約権の取得の対価として交付される当社普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、１株とする。た

だし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後交付株式数＝調整前交付株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われ、調整の結果生

ずる１株未満の端数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。また、これらの端数処理については、その後

に生じた交付株式数の調整事由に基づく交付株式数の調整にあたり、かかる端数を調整前交付株式数に適切に反映

したうえで、調整後交付株式数を算出するものとする。

(4) 上記(3)の交付株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な調整を行う。

①　資本金の額の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換のために交付株式数の調整を必要とするとき

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により交付株式数の調整を必要と

するとき

５　合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転時における新株予約権に代わる新株予約権の交付に関する事項

当社が次の(1)から(5)までに掲げる行為(以下「合併等」という。)を行う場合は、当該時点において行使又は取得さ

れていない新株予約権に代わる新株予約権を、当該(1)から(5)までに定める株式会社(以下「存続株式会社等」とい

う。)に、下記①乃至⑤の各号の定めに従い、交付させることができる。ただし、当該交付に関し、下記①乃至⑤の各号の

決定方針に沿う記載のある当該(1)から(5)までに定める契約又は計画につき当社の株主総会の承認を受けた場合に限

るものとする。

(1) 合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社：吸収合併契約又は新設合併契約

(2) 吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社：吸収分割契約

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社：新設分割計画

(4) 株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社：株式交換契約

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社：株式移転計画

①　新株予約権の目的となる存続株式会社等の株式の種類

存続株式会社等の普通株式

②　新株予約権の目的となる存続株式会社等の株式の数

合併等の条件等を勘案のうえ、目的となる存続株式会社等の株式の数につき合理的な調整を加える。調整後の１

株未満の端数は切り捨てる。
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③　新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

合併等の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整を加える。調整後の１円未満の端数は切り上げる。

④　承継された新株予約権の権利行使期間、その他の権利行使の条件、取得事由等

上記「新株予約権の行使期間」、「新株予約権の行使の条件」及び(注)２、４等に準じて、合併等に際して当社

取締役会が決定する。

⑤　取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡については、存続株式会社等の取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が日本国外に所在する

者であって、上記「新株予約権の行使の条件」欄の(4)の規定により新株予約権を行使することができない者(上

記「新株予約権の行使の条件」欄の(2)、(3)又は(5)の規定により新株予約権を行使することができない者を除

く。)であるときは、当社取締役会は、上記「新株予約権の譲渡に関する事項」欄の①乃至④の事由等を勘案して上

記承認をするか否かを決定する。

６　新株予約権の行使の方法及び行使の請求場所

新株予約権の行使は、当該行使に係る新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭を払込取扱場所に

払い込むとともに当社所定の新株予約権行使請求書(当該新株予約権者が大規模買付者グループに属する者に該当せ

ず、かかるいずれかの者のために行使しようとしているものではないこと等の表明・保証条項及び補償条項を含む。)

に行使する新株予約権の個数、対象株式数及び住所等の必要事項を記載し、これに記名捺印したうえ、必要に応じて別

途定める新株予約権行使に要する書類並びに会社法、金融商品取引法その他の法令及びその関連法規(日本証券業協会

及び本邦証券取引所の定める規則等を含む。)の下でその時々において要求されるその他の書類(以下「添付書類」と

いう。)を添えて新株予約権の行使場所又は自らの口座を開設する口座管理機関に提出することにより行われるものと

する。なお、新株予約権者は、その所有する各新株予約権を個別に行使することができるものとし、かかる個別行使の際

に残余の新株予約権がある場合には、当社は、当該新株予約権者の個別行使の日付と残余の新株予約権の個数とを新株

予約権原簿に記載又は記録するものとする。

７　新株予約権行使請求の効力発生時期

新株予約権の行使請求の効力発生時期は、上記(注)６の規定に従い、行使に係る新株予約権行使請求書及び添付書類

が新株予約権の行使場所に到着した時(ただし、権利発動事由発生時点以降においては、かかる到着した時又は当社取

締役会が特別委員会の勧告に基づき定めた一定の時で公表されたもののいずれか遅い時)とする。新株予約権の行使の

効力は、かかる新株予約権の行使請求の効力が生じた場合であって、かつ、当該行使に係る新株予約権の目的たる株式

の行使価額全額に相当する金銭が払込取扱場所において払い込まれた時に生じるものとする。

８　新株予約権証券の発行

新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しない。

９　法令の改正等による修正

法令又は関連する金融商品取引所の規則若しくはガイドラインの新たな制定又は改廃により、「新株予約権等の状

況」欄(注記部分を含む。)に記載の各条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合においては、当該制定

又は改廃の趣旨を考慮の上、これらの各条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。ただ

し、当社取締役会が別途定める場合はこの限りではない。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

昭和56年４月１日 1,880 20,680 94,0001,034,000△94,000 337,867

(注)　無償株主割当による資本準備金の資本組入によるものであります。
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(6) 【所有者別状況】

平成23年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 19 12 107 51 ― 1,292 1,481 ―

所有株式数
(単元)

― 5,883 144 3,3771,348 ― 9,81920,571109,000

所有株式数
の割合(％)

― 28.60 0.70 16.42 6.55 ― 47.73100.00 ―

(注) １　自己株式は、「個人その他」に695単元、「単元未満株式の状況」に687株含まれております。

２　従業員持株会連携型ESOP導入のために設定した信託が所有する当社株式279,000株は、「金融機関」に279単元含めて

記載しております。なお、当該株式は連結財務諸表及び財務諸表上、自己株式として処理しております。

 

 

 

(7) 【大株主の状況】

平成23年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日化産取引先グループ持株会 東京都台東区下谷２丁目20番５号 2,042 9.87

三井生命保険株式会社 東京都千代田区大手町２丁目１番１号 1,000 4.84

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 970 4.69

にっかさん従業員持株会 東京都台東区下谷２丁目20番５号 880 4.26

株式会社東京都民銀行 東京都港区六本木２丁目３番11号 660 3.19

あいおいニッセイ同和損害保険

株式会社
東京都渋谷区恵比寿１丁目28番１号 627 3.03

日本パーカライジング株式会社 東京都中央区日本橋１丁目15番１号 410 1.98

株式会社近畿大阪銀行 大阪府大阪市中央区城見１丁目４番27号 404 1.95

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２番１号 400 1.93

DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB

NON-TREATY CLIENTS 613

 

常任代理人 ドイツ証券株式会社

TAUNUSANLAGE 12,D-60325

FRANKFURT AM MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF

GERMANY

東京都千代田区永田町２丁目11番１号

372 1.80

計 ― 7,765 37.55

(注) １　所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

２　上記のほか、当社が所有している自己株式695千株(3.36％)があります。
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
 普通株式　 974,000

279 ―

完全議決権株式(その他)  普通株式19,597,00019,597 ―

単元未満株式  普通株式   109,000 ― １単元(千株)未満の株式

発行済株式総数 20,680,000― ―

総株主の議決権 ― 19,876 ―

(注) １　「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、「株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)」所有の株式

279,000株を含めて表示しております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式687株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成23年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
日本化学産業株式会社

東京都台東区下谷
２丁目20番５号

974,000― 974,000 4.71

計 ― 974,000― 974,000 4.71

(注)　当社保有の自己株式数には、「株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)」が所有する当社株式数279,000

株が含まれております。

 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

 

(10)【従業員株式所有制度の内容】

１　従業員株式所有制度の概要

当社は、従業員の企業意思形成への参画意識を高めることによるコーポレート・ガバナンスの充実及び強

化、並びに、従業員に対する企業価値向上に向けたインセンティブの付与による勤労意欲の高揚を図ることを

通じて、当社の企業価値の向上を目指すべく、当社の従業員持株会との連携による従業員株式所有制度である

「従業員持株会連携型ESOP」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。

本制度において、当社と、当社から独立した第三者である信託管理人(有限会社東京共同会計事務所)及び株

式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)の間において締結する金銭信託契約に基づき、当社株

式の保有及び処分を行う信託(以下「本信託」といいます。)を設定のうえ、本信託の受託者(以下「受託者」

といいます。)であり割当予定先である株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)が、(i)借入れ

により調達した資金をもって当社が処分する自己株式である株式を取得したうえ、当社の従業員持株会であ
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る「にっかさん従業員持株会」(以下「当社持株会」といいます。)による当社株式の継続的かつ安定的な買

付けに資するために、本信託の信託財産に属する当社株式を売り付けること、(ii)本信託の信託財産に属する

当社株式につき、当社持株会の会員(以下「会員」といいます。)の意思を反映する態様における議決権の行使

を行うこと、並びに、(iii)本信託の信託財産に属する当社株式の売却によって当該借入れ返済後に余剰が生

じる場合、金銭を会員に交付すること等を実施します。なお、当社は、受託者による借入れについて保証します

ので、万一本信託の終了時までに当社株式の売却による当該借入れの返済に不足が生じる場合等には保証履

行を行うこととなります。よって当社株価の下落により、信託終了時点において信託財産内に当該株式売却損

相当の借入金残債がある場合には、保証契約に基づいて、当社が保証人として当該残債を一括弁済(保証履行)

することとなりますが、従業員への負担は一切ありません。

 

(金銭信託契約の概要)

委託者　　　　当社

受託者　　　　株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)

受益者　　　　当社持株会の会員又は会員であった者のうち所定の要件を充足する者

信託契約日　　平成23年２月10日

信託期間　　　平成23年２月10日から平成28年３月31日まで

 

なお、本制度の仕組みは、以下のとおりであります。

 

 

①　当社は、当社持株会の会員又は会員であった者のうち所定の要件を充足する者(以下「適格会員」といい

ます。)を受益者として、上記信託契約に基づき、受託者に対し、金銭を信託します。なお、当該金銭は、本信

託の運営費用に充当されます。

②　受託者は、貸付人から借入れを受けます。なお、当該借入れに際し、当社は、貸付人に対して保証を提供し、

その対価として受託者から保証料を受け取ります。なお、株価の下落により本信託の終了時までに受託者

の借入れが完済されず、本信託が負担する借入債務が残る場合には、保証契約に基づき当社が保証履行し、

貸付人に対して一括して弁済します。

③　当社は、受託者に対し、当社保有の自己株式を処分します。

④　当社持株会の会員は、給与及び奨励金(福利厚生費)をもって、当社持株会に対し株式購入資金を拠出しま
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す。

⑤　受託者は、本信託の信託財産に属する当社株式を時価で売り付け、また、当社持株会は、会員からの拠出金

及び当社株式に係る配当金をもって、当社株式を時価で買い付けます。

⑥　受託者は、当社株式の売却代金及び当社株式に係る配当金をもって、貸付人に対する借入れの返済を行い

ます。

⑦　受託者は、当社から独立した第三者である信託管理人(有限会社東京共同会計事務所)の指図により、本信

託の信託財産に属する当社株式に係る議決権につき当社持株会における議決権行使結果を比例的に反映

する内容において行使します。

⑧　本信託は、信託期間満了日のほか、信託財産内の当社株式が全て売却された場合など、定められた終了事

由が発生した場合に終了します。受託者は、適格会員に対し、信託終了時において残存する信託財産を交付

します。その際、当社は、受託者から、本信託の運営費用に充当されなかった金銭の交付を受けます。
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２　従業員持株会に取得させる株式の総数

287,000　株

 

３　当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

本信託契約で受益者となり得る者は、信託の終了時において当社持株会の会員であった者又は信託期間中

に定年退職、転籍又は役員への昇格等会社都合によって当社持株会を退会した者とします。受託者たる株式会

社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)は、書類確認等の一定の手続を経て受益者を確定します。但

し、受益者確定手続において受益者として確定することができなかった者は、この限りではありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号による普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 3,122 2,178

当期間における取得自己株式 ― ―

(注)　当期間における取得自己株式には、平成23年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式

数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他     

(単元未満株の買増請求) 308 122 ― ―

(従業員持株会への処分) 8,000 3,192 5,000 1,995

保有自己株式数 974,687 ― 969,687 ―

(注)１　当期間におけるその他及び保有自己株式数には、平成23年６月１日から有価証券報告書提出日までの取引は含めてお

りません。

２　保有自己株式数には、「株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)」が所有する当社株式数が当事業年

度に279,000株、当期間に274,000株含まれております。
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３ 【配当政策】

当社は、株主に対し長期かつ安定してお報いし、また、収益力の向上による成果に応じて還元するという基本方

針のもと、将来の積極的な事業展開と事業環境の急激な変化に備えた経営基盤の強化に必要な内部留保を勘案の

うえ配当を決定することとしております。これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であり、中間配当と期末配

当の年２回の剰余金の配当を行うこととしております。

当期の剰余金の配当につきましては、今後の投資および激変する事業環境に備えるため内部留保の充実は引き

続き必要であり、一方、当期は業績等の概要で申し述べましたような事由によって、前期に比し、営業利益は44.2％

増、経常利益は43.8％増と大幅に増加したものの、東日本大震災に伴う災害損失等の特別損失計上により、当期純

利益は同22.1％増に留まったこと等を総合的に勘案し、取締役会決議により、中間１株につき８円、総額157,592千

円(支払開始日：平成22年12月６日)、期末１株につき８円、総額159,874千円(支払開始日：平成23年６月14日)と

させていただきました。

内部留保資金につきましては、生産設備増強・更新、環境対策設備、新製品生産設備、研究開発および海外展開、

新規事業開拓等の投資に充てることとしております。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

(注)１　期末配当金は「株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)」が所有する当社株式(279,000株)に対する

配当金(2,232,000円)を含んでおります。

(注)２　基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。

 

決議年月日
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

平成22年11月５日

取締役会決議
157,592 8

平成23年５月13日

取締役会決議
159,874 8

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第82期 第83期 第84期 第85期 第86期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

最高(円) 1,047 1,088 838 700 850

最低(円) 800 731 423 430 530

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成22年10月 11月 12月 平成23年１月 ２月 ３月

最高(円) 603 626 675 755 850 796

最低(円) 569 582 590 666 720 530

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

 柳　澤　英　二 昭和24年11月５日生

昭和48年４月

昭和58年７月

昭和62年４月

昭和63年４月

平成元年６月

平成５年６月

平成７年６月

平成８年４月

平成11年６月

平成15年６月

平成15年７月

 

新日本製鐵㈱入社

新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長

当社入社

当社建材本部長

当社取締役

当社常務取締役

当社専務取締役

当社建材本部長兼社長室長

当社代表取締役専務

当社代表取締役社長(現任)

ネクサス・エレケミックCO.,LTD.

代表取締役会長(現任)

サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.

代表取締役会長(現任)

注２ 221

取締役
総務部門
担当

久　能　忠　生 昭和19年８月８日生

昭和49年２月

平成元年４月

平成12年10月

平成13年４月

平成17年６月

平成22年４月

当社入社

当社建材本部業務課課長

当社総務部部長補佐

当社総務部長

当社取締役(現任)

総務部門担当(現任)

注２ 34

取締役
薬品生産
本部長

小　林　憲　男 昭和26年５月３日生

昭和45年３月

平成６年４月

 

平成10年４月

平成13年７月

 

平成15年４月

平成17年６月

当社入社

当社薬品生産本部技術部検査課課

長

当社薬品生産本部品質保証室長

当社薬品生産本部埼玉工場生産部

長

当社薬品生産本部長(現任)

当社取締役(現任)

注２ 20

取締役 社長室長 桜　井　俊　二 昭和24年７月２日生

昭和49年４月

平成10年４月

平成12年４月

 

 

平成13年４月

平成14年12月

平成16年４月

平成16年６月

平成19年６月

平成19年６月

㈱三井銀行入社

㈱さくら銀行千住支店長

㈱さくら銀行国際企業ディビジョ

ンカンパニー海外拠点統括部詰

(インドネシアさくら銀行社長)

㈱三井住友銀行監査部副部長

㈱三井住友銀行業務監査部副部長

㈱三井住友銀行本店上席調査役

当社常勤監査役

当社取締役(現任)

当社社長室長(現任)

注２ 4
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有
株式数
(千株)

取締役

薬品営業
本部長
兼 海外
本部長

丁　子　幹　雄 昭和22年５月19日生

昭和45年３月

平成４年４月

 

平成８年４月

 

平成11年４月

平成14年４月

平成18年６月

 

平成19年５月

 

平成19年６月

平成20年４月

平成21年６月

当社入社

当社薬品営業本部東京営業部表面

処理営業課課長

当社薬品営業本部東京営業部高崎

出張所長

当社薬品営業本部名古屋支店長

当社薬品営業本部東京営業部長

当社薬品営業副本部長 兼 東京営

業部長

当社薬品営業本部長 兼 東京営業

部長

当社取締役(現任)

当社薬品営業本部長

当社薬品営業本部長兼海外本部長

(現任)

注２ 15

常勤監査役  田　中　龍　一 昭和27年８月５日生

昭和50年４月

平成８年10月

平成12年４月

 

平成15年２月

 

平成15年６月

 

平成19年６月

三井信託銀行㈱入社

三井信託銀行㈱証券代行部次長

中央三井信託銀行㈱証券代行部次

長

中央三井証券代行ビジネス㈱業務

統括部長

中央三井証券代行ビジネス㈱取締

役

当社常勤監査役(現任)

注３ 1

監査役  鉢　村　　　淳 昭和８年４月１日生

昭和26年４月

昭和50年11月

昭和63年10月

 

平成７年６月

平成10年６月

平成15年10月

平成16年６月

㈱第一銀行入社

㈱第一勧業銀行小山支店長

第一地所㈱常務取締役宇都宮支店

長

第一地所㈱常勤監査役

当社監査役

当社常勤監査役

当社監査役(現任)

注３ 22

監査役  富　成　勝　忠 昭和14年６月９日生

昭和37年４月

平成13年４月

平成13年６月

当社入社

当社薬品生産本部専任部長

当社監査役(現任)

注３ 23

監査役  佐 藤 榮 太 郎昭和13年６月24日生

昭和43年２月

昭和47年９月

平成14年７月

 

平成20年６月

税理士登録

公認会計士登録

日本公認会計士協会東京会葛飾会

会長

当社監査役(現任)

注３ 6

計 346

 (注) １　常勤監査役田中龍一、監査役鉢村淳及び佐藤榮太郎の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２　平成23年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治の体制

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社は『企業は公器』との理念に基づき、法と

社会倫理を遵守するとともに、透明性、信頼性の高い企業運営を推進し、『成長』の達成によって企業価値を高

め、以て社会に貢献するという経営の基本方針を実現するために、経営上の組織体制や運営方法を整備し、必要

な施策を実施して行くことによりコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを、経営上の重要課題として位

置づけております。

イ　企業統治の体制の概要

当社は、従来より少数の取締役(平成23年３月31日現在で５名、うち社外取締役はなし)全員が、原則として

月１回開催される取締役会および常務会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役等から報告

される全社にわたるキメ細かな情報をベースに、充分な議論を尽くした上での、適切かつ迅速な意思決定を

行っており、経営の効率化・健全化・経営責任の明確化に最大限の努力を図っております。

また、当社は監査役制度を採用しており、監査役４名は監査制度の強化を図るため、常勤監査役は取締役会

および常務会に、他の各監査役は取締役会に原則として毎回出席しており、取締役の業務執行を充分に監視し

ております。

(現状の体制を採用している理由)

当社は会社規模の観点から経営執行と業務監督を分離させることが、必ずしも効率的ではないと判断し、執

行役員制度を採用せず、取締役全員が、監督機能・執行機能の両面に責任を負う運営体制をとっております。

また当社は経験と見識および専門的な知識を有し、尚且つ、独立した立場から客観的・中立的監査を行える社

外監査役３名を含む４名で構成される監査役制度を採用しております。

ロ　内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムといたしましては、従前より組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、決裁規程、内

部監査規程等、内部統制制度構築のための組織・諸規定の整備を推進して参りました。更に、会社法に従い、平

成18年５月９日開催の取締役会で決議しました内部統制システム構築の基本方針に基づき、下記の整備を進

めております。

・取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、体制整備を目的とし

コンプライアンス綱領としての「日本化学産業企業行動規範」を策定し、この徹底を図るため「コンプラ

イアンス委員会規程」を策定しております。コンプライアンス委員会規程に基づき、委員会を組織し、委員

会において「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、全役員、従業員へ配布、コンプライアンスの周知

・徹底を図っております。

更に「内部通報処理規程」を策定、実施し、従業員等からの法令及び定款違反等の通報や相談が出来る体制

を構築しております。

・取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制については、「文書管理規程」を

策定し、取締役及び使用人の職務の執行に係る情報を包括的に管理しております。
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なお、文書管理規程では、文書には電子媒体に記録されたものも含むとしましたが、コンピュータによる電

子情報の重要性が増すなか、これへの対応として経営情報システムの企画、開発、改善、運用および保全につ

いて定めた「情報システム業務管理規定」を策定しております。

また、会社が発行、受理する文書に押印することにより会社の権利、義務が発生する印章に関わる規程とし

て「印章管理規程」を策定し、印章の作製、登録、交付、改廃、使用および保管についてルール化しておりま

す。

・損失の危険の管理に関する規定その他の体制については、「リスク管理規程」を策定し、経営危機等リスク

に対し、管理責任者を任命し、有事の際の対応体制・方法等の整備を実施しております。

・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制および金融商品取引法で求めら

れている財務報告の信頼性確保の体制整備については、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価

の基本方針書」を策定するとともに、プロジェクトチームを編成し、財務報告の内部統制に係る重要な業務

の文書化および諸規程の整備等内部統制システムの一層の強化・改善に努めております。さらに内部監査

部門により内部統制の整備・運用状況を適法性及び効率性の観点から検討のうえ評価し、これに基づいて

プロジェクトチームより改善を重視した是正勧告およびこれを取締役会、監査役に報告するとともに当該

部門で是正作業を実施し、内部統制の整備状況の把握および改善に努めております。

・当社の企業集団における内部統制の体制整備については、当社と連結対象子会社との業務の適正性を確保

するために「関係会社管理規程」を策定するとともに、連結対象子会社における内部統制システム構築の

作業を行っております。

ハ　責任限定契約の内容

当社は、社外監査役、会計監査人とそれぞれ業務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるように会

社法第427条第１項に基づく責任限定契約を締結しております。

②　内部監査及び監査役監査

内部監査部門である社長室(４名)は、公認会計士等の専門資格を有するものを含め、財務および会計に関する

実務経験が豊富な内部監査人より構成されており、リスクマネジメント、定款、諸規程の遵守等、内部監査規程に

基づく監査を実施しており、その結果について、取締役監査役に報告いたしております。

③　社外取締役及び社外監査役

当社と当社の社外監査役(３名)との間には、現在、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関

係はありません。
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④　役員の報酬等

イ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)基本報酬 賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

80,712 54,837 25,875 ― 6

監査役
(社外監査役を除く。)

4,071 3,471 600 ― 1

社外役員 23,463 19,938 3,525 ― 3

 

ロ　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が一億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

ハ　使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

重要なものはありません。

ニ　役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の役員報酬は、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、役位、就任年数等を基に、取締役について

は取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。

⑤　当社定款における定めの概要

・当社の取締役は12名以内と定めるほか、株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができ

る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行うこととし、累積投票

によらないものと定めております。

・株主総会の特別決議要件につきましては、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを

目的に、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その３分の２以

上をもって行うことができる旨定めております。

・自己の株式の取得につきましては、機動的な資本政策を遂行することを目的とし、会社法第165条第２項の規

定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨定めております。

・剰余金の配当等の決定機関につきましては、株主へ機動的に利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法

459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって決

定できる旨定めております。尚、これに伴い、取締役の任期を１年に短縮する旨定めております。

　取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であったものを含む)が職務の遂行にあたり期待され

る役割を十分に発揮できるようにするため、取締役および監査役の会社法第423条第１項の責任につき、善意

でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除

することができる旨定めております。
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・社外取締役、社外監査役、会計監査人との間で、それぞれが業務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮で

きるように、会社法第423条第１項の責任について、法令で定める額を限度とする責任限定契約を締結するこ

とができる旨定めております。

　期末日現在、社外監査役田中龍一氏、社外監査役鉢村淳氏、社外監査役佐藤榮太郎氏、及び明和監査法人と責任

限定契約を締結しております。

⑥　株式の保有状況

イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 34銘柄

貸借対照表計上額の合計額 1,577,545千円

ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

 

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

日本パーカライジング㈱ 233,000 295,211
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

日本精化㈱ 308,000 222,376
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

荏原ユージライト㈱ 93,000 147,219
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

第一稀元素化学工業㈱ 29,900 96,577
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

㈱東京都民銀行 66,775 83,001
総務・財務・経理に係る業務のよ
り円滑な推進のため

東洋インキ製造㈱ 196,618 82,579
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

関東電化工業㈱ 100,000 73,000
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

㈱りそなホールディングス 55,878 66,047
総務・財務・経理に係る業務のよ
り円滑な推進のため

日本ピグメント㈱ 240,000 62,640
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

日本化学工業㈱ 279,000 62,496
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

㈱三井住友フィナンシャル
グループ

16,563 51,179
総務・財務・経理に係る業務のよ
り円滑な推進のため

新日本空調㈱ 66,700 42,954
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

㈱八十二銀行 60,000 31,920
総務・財務・経理に係る業務のよ
り円滑な推進のため

㈱神戸製鋼所 136,990 27,534
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

石原薬品㈱ 21,560 26,605
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

日本精鉱㈱ 122,000 26,352
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

みずほ証券㈱ 62,688 18,555
総務・財務・経理に係る業務のよ
り円滑な推進のため

三洋工業㈱ 100,000 13,200
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

共立マテリアル㈱ 37,290 13,051
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため
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(当事業年度)

特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

日本パーカライジング㈱ 233,000 267,251
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

荏原ユージライト㈱ 93,000 219,015
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

日本精化㈱ 308,000 162,316
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

石原薬品㈱ 114,160 125,576
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

第一稀元素化学工業㈱ 29,900 94,633
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

東洋インキ製造㈱ 196,618 83,562
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

㈱東京都民銀行 66,775 72,117
総務・財務・経理に係る業務のよ
り円滑な推進のため

日本ピグメント㈱ 240,000 67,920
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

関東電化工業㈱ 100,000 61,800
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

日本化学工業㈱ 279,000 53,010
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

㈱三井住友フィナンシャル
グループ

16,563 42,831
総務・財務・経理に係る業務のよ
り円滑な推進のため

日本精鉱㈱ 122,000 39,284
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

㈱神戸製鋼所 136,990 29,589
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

新日本空調㈱ 66,700 28,747
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

㈱八十二銀行 60,000 28,740
総務・財務・経理に係る業務のよ
り円滑な推進のため

㈱りそなホールディングス 55,878 22,127
総務・財務・経理に係る業務のよ
り円滑な推進のため

三洋工業㈱ 100,000 15,300
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

共立マテリアル㈱ 39,834 15,216
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

みずほ証券㈱ 62,688 13,854
総務・財務・経理に係る業務のよ
り円滑な推進のため

大日精化工業㈱ 20,680 8,272
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

中央三井トラスト・ホール
ディングス㈱

21,703 6,402
総務・財務・経理に係る業務のよ
り円滑な推進のため

ミサワホーム㈱ 10,541 5,449
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

ＪＦＥホールディングス㈱ 1,664 4,050
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

三井化学㈱ 11,000 3,234
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

イビデン㈱ 483 1,269
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

伊勢化学工業㈱ 1,200 780
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

双日㈱ 4,211 699
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

三谷産業㈱ 2,420 382
当社グループの販売・購買に係る
業務のより円滑な推進のため

 

ハ　保有目的が純投資目的である投資株式
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前事業年度
(千円)

当事業年度
(千円)

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式 33,854 31,554 ― ― △5,423

非上場株式以外の株式 124,688 122,384 3,329 ― 14,629

 

⑦　会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、明和監査法人に所属し、その氏名および監査業務に係る補助者

の構成については下記のとおりであります。

(業務を執行した公認会計士の氏名)

業務執行社員　久島昭弘

業務執行社員　大久保晴雄

業務執行社員　鈴木誠

(会計監査業務に係る補助者の構成)

公認会計士２名　その他１名

なお、会計監査上の問題点については、最低年２回監査役会と同監査法人との間で意見交換を行っておりま

す。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 16 ― 17 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 16 ― 17 ―

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成21年４月１日から平成22年３

月31日まで)及び当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年

度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)及び当事業年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)

の財務諸表について明和監査法人により監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の

内容を適切に把握し、変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基

準機構へ加入し、監査法人や各種団体の開催する研修に参加しております。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,877,412 7,099,293

受取手形及び売掛金 7,068,477 7,854,569

商品及び製品 761,521 951,700

仕掛品 832,955 1,006,334

原材料及び貯蔵品 756,278 1,794,088

繰延税金資産 237,432 251,215

その他 43,148 70,970

貸倒引当金 △5,880 △6,970

流動資産合計 16,571,347 19,021,203

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,917,078 5,160,728

減価償却累計額 △3,525,270 △3,626,476

建物及び構築物（純額） 1,391,807 1,534,252

機械装置及び運搬具 10,146,734 10,414,231

減価償却累計額 △7,616,197 △8,247,656

機械装置及び運搬具（純額） 2,530,537 2,166,574

工具、器具及び備品 1,324,828 1,314,981

減価償却累計額 △1,164,877 △1,183,308

工具、器具及び備品（純額） 159,951 131,673

土地 1,909,170 1,904,994

建設仮勘定 33,087 104,235

有形固定資産合計 注2
 6,024,555

注2
 5,841,730

無形固定資産 11,318 25,563

投資その他の資産

投資有価証券 注1
 1,758,501

注1
 1,752,840

生命保険積立金 347,908 366,550

保険積立金 183,997 233,137

長期預金 1,500,000 1,594,500

その他 188,433 169,814

貸倒引当金 △18,608 △18,608

投資その他の資産合計 3,960,233 4,098,234

固定資産合計 9,996,106 9,965,528

資産合計 26,567,453 28,986,732
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,292,244 2,648,909

短期借入金 注2
 360,000

注2
 605,465

未払法人税等 800,496 791,105

賞与引当金 385,000 420,000

役員賞与引当金 30,000 30,000

災害損失引当金 － 153,962

その他 646,889 784,831

流動負債合計 4,514,630 5,434,274

固定負債

長期未払金 104,432 44,516

繰延税金負債 226,611 236,713

退職給付引当金 351,182 321,917

環境対策引当金 9,532 9,532

資産除去債務 － 105,548

その他 166,228 122,410

固定負債合計 857,985 840,638

負債合計 5,372,616 6,274,913

純資産の部

株主資本

資本金 1,034,000 1,034,000

資本剰余金 545,602 547,994

利益剰余金 20,039,403 21,610,506

自己株式 △390,045 △388,909

株主資本合計 21,228,959 22,803,590

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 129,235 100,953

為替換算調整勘定 △163,358 △192,725

その他の包括利益累計額合計 △34,122 △91,772

純資産合計 21,194,837 22,711,818

負債純資産合計 26,567,453 28,986,732
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高 21,027,013 25,539,739

売上原価 注1
 16,357,688

注1
 19,691,108

売上総利益 4,669,325 5,848,630

販売費及び一般管理費 注2, 注3
 2,190,604

注2, 注3
 2,273,571

営業利益 2,478,721 3,575,058

営業外収益

受取利息 10,638 19,467

受取配当金 32,788 35,058

仕入割引 12,902 15,685

不動産賃貸料 37,117 34,973

為替差益 874 9,452

補助金収入 － 30,550

その他 39,868 23,155

営業外収益合計 134,190 168,342

営業外費用

支払利息 12,109 12,402

売上割引 10,855 14,412

賃貸収入原価 12,877 11,955

その他 458 124

営業外費用合計 36,299 38,895

経常利益 2,576,612 3,704,506

特別利益

貸倒引当金戻入額 651 －

特別利益合計 651 －

特別損失

固定資産売却損 注4
 696

注4
 2,610

固定資産除却損 注5
 13,426

注5
 18,050

投資有価証券評価損 15,790 59,612

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 98,466

災害による損失 － 注6
 162,791

災害損失引当金繰入額 － 153,962

特別損失合計 29,913 495,494

税金等調整前当期純利益 2,547,351 3,209,011

法人税、住民税及び事業税 931,931 1,276,520

法人税等調整額 38,135 6,794

法人税等合計 970,066 1,283,315

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,925,696

当期純利益 1,577,284 1,925,696
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【連結包括利益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,925,696

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △28,281

為替換算調整勘定 － △29,367

その他の包括利益合計 － 注2
 △57,649

包括利益 － 注1
 1,868,046

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 1,868,046

少数株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,034,000 1,034,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,034,000 1,034,000

資本剰余金

前期末残高 545,602 545,602

当期変動額

自己株式の処分 － 2,391

当期変動額合計 － 2,391

当期末残高 545,602 547,994

利益剰余金

前期末残高 18,737,929 20,039,403

当期変動額

剰余金の配当 △275,810 △354,593

当期純利益 1,577,284 1,925,696

当期変動額合計 1,301,473 1,571,102

当期末残高 20,039,403 21,610,506

自己株式

前期末残高 △389,490 △390,045

当期変動額

自己株式の取得 △555 △2,178

自己株式の処分 － 3,314

当期変動額合計 △555 1,136

当期末残高 △390,045 △388,909

株主資本合計

前期末残高 19,928,041 21,228,959

当期変動額

剰余金の配当 △275,810 △354,593

当期純利益 1,577,284 1,925,696

自己株式の取得 △555 △2,178

自己株式の処分 － 5,706

当期変動額合計 1,300,918 1,574,630

当期末残高 21,228,959 22,803,590
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △117,322 129,235

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

246,557 △28,281

当期変動額合計 246,557 △28,281

当期末残高 129,235 100,953

為替換算調整勘定

前期末残高 △221,953 △163,358

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

58,595 △29,367

当期変動額合計 58,595 △29,367

当期末残高 △163,358 △192,725

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △339,275 △34,122

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

305,153 △57,649

当期変動額合計 305,153 △57,649

当期末残高 △34,122 △91,772

純資産合計

前期末残高 19,588,766 21,194,837

当期変動額

剰余金の配当 △275,810 △354,593

当期純利益 1,577,284 1,925,696

自己株式の取得 △555 △2,178

自己株式の処分 － 5,706

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 305,153 △57,649

当期変動額合計 1,606,071 1,516,981

当期末残高 21,194,837 22,711,818
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,547,351 3,209,011

減価償却費 1,189,734 1,011,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） △651 1,090

賞与引当金の増減額（△は減少） 215,000 35,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50,724 △29,264

長期未払金の増減額（△は減少） △30,668 △59,916

環境対策引当金の増減額（△は減少） △1,410 －

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 153,962

固定資産売却損益（△は益） 696 2,610

固定資産除却損 13,426 18,050

投資有価証券評価損益（△は益） 15,790 59,612

保険配当金 △481 －

受取利息及び受取配当金 △43,427 △54,525

支払利息 12,109 12,402

為替差損益（△は益） 2,554 3

売上債権の増減額（△は増加） △2,119,888 △797,137

たな卸資産の増減額（△は増加） 487,742 △1,403,413

仕入債務の増減額（△は減少） 713,999 361,213

未払消費税等の増減額（△は減少） 75,203 △99,377

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 98,466

その他 92,302 11,691

小計 3,128,658 2,531,348

利息及び配当金の受取額 43,198 51,753

利息の支払額 △12,109 △12,402

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 257,237 △1,270,851

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,416,985 1,299,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 200,000 700,000

定期預金の預入による支出 △500,000 △794,500

有形固定資産の取得による支出 △1,449,043 △634,986

有形固定資産の売却による収入 202 1,545

無形固定資産の取得による支出 － △420

投資有価証券の取得による支出 △13,771 △101,404

関係会社株式の売却による収入 36,991 －

生命保険積立金の解約による収入 62,203 －

生命保険積立金の積立による支出 △68,701 △17,461

保険積立金の積立による支出 － △49,139

その他 △6,765 △4,440

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,738,885 △900,807
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 805,000 1,579,465

短期借入金の返済による支出 △855,000 △1,334,000

差入保証金の回収による収入 13,850 13,500

差入保証金の差入による支出 △83,100 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △42,178 △76,260

セール・アンド・リースバックによる収入 180,369 －

自己株式の取得による支出 △555 △2,178

自己株式の売却による収入 － 5,706

配当金の支払額 △275,444 △352,562

財務活動によるキャッシュ・フロー △257,059 △166,330

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,987 △10,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,436,028 221,880

現金及び現金同等物の期首残高 5,141,383 6,577,412

現金及び現金同等物の期末残高 6,577,412 6,799,293
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

 

項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　　　　　２社

連結子会社の名称

ネクサス・エレケミックCO.,LTD.

サイアム・エヌケーエスCO.,LTD.

(2) 非連結子会社の名称

㈱川口ニッカ

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、小規模会社であ

り、総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金(持分に見合う額)等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため連結の範囲か

ら除外しております。

 

(1) 連結子会社の数　　　　　　２社

連結子会社の名称

同左

 

(2) 非連結子会社の名称

同左

連結の範囲から除いた理由

同左

 

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した関連会社数

　　　　　　　　　　　　　　　　―

持分法を適用した会社の名称

―

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社の名称

㈱川口ニッカ

アクエリアン ソリューション イ

ンテグレイティード,LLC

持分法を適用しない理由

　当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため、持分法の

適用範囲から除外しております。

 

(1) 持分法を適用した関連会社数

　　　　　　　　　　　　　　　　―

持分法を適用した会社の名称

―

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社の名称

㈱川口ニッカ

 

 

持分法を適用しない理由

同左

 

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　ネクサス・エレケミックCO.,LTD.お

よび サイアム・エヌケーエスCO.,

LTD.の決算日は、12月31日であります。

連結財務諸表を作成するに当たっては

同日現在の財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っており

ます。

 

　　同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

４　会計処理基準に関する事

項

 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

　①　有価証券

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　　　　　決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法

　　　　　(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は、移

動平均法により算定)

　　　　時価のないもの

　　　　　移動平均法による原価法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

　①　有価証券

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　　　　　同左

 

 

 

 

 

　　　　時価のないもの

　　　　　同左

 　②　たな卸資産

　　　主として月別総平均法による原価

法(収益性の低下による簿価切下

げの方法)

 

　②　たな卸資産

　　　　　同左

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

　①　有形固定資産(リース資産を除く)

　　　提出会社は定率法、在外連結子会社

は定額法。

　　　なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

　①　有形固定資産(リース資産を除く)

　　　同左

 

 　②　無形固定資産(リース資産を除く)

　　　定額法

　　　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能見

込期間(５年)に基づく定額法を採

用しております。

　②　無形固定資産(リース資産を除く)

　　　定額法

　　　同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

 　③　リース資産

　　　所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価

額をゼロとする定額法によってお

ります。

　　　なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開

始日が平成20年３月31日以前のも

のについては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

　③　リース資産

　　　所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

　　　同左

 (3) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

　　　債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

　　　同左

 　②　賞与引当金

　　　従業員に対する賞与の支払に備え

て、賞与支給見込額の当連結会計

年度負担額を計上しております。

　②　賞与引当金

　　　同左

 　③　役員賞与引当金

　　　役員に対する賞与の支払に備えて、

賞与支給見込み額の当連結会計年

度負担額を計上しております。

　③　役員賞与引当金

　　　同左

 　④　退職給付引当金

　　　提出会社は従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認めら

れる額を計上しております。

　　　数理計算上の差異については、各連

結会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(５年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理すること

としております。

　④　退職給付引当金

　　　提出会社は従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認めら

れる額を計上しております。

　　　過去勤務債務については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５年)による定額

法により按分した額を費用処理し

ております。

数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

 (会計方針の変更)

  　当連結会計年度から「退職給付に

係る会計基準」の一部改正(その

３)(企業会計基準第19号 平成20年

７月31日)を適用しております。

　　数理計算上の差異を翌期から償却す

るため、これによる営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益に与

える影響はありません。

　　また本会計基準の適用に伴い発生す

る退職給付債務の差額はありませ

ん。

 

 

 ⑤　環境対策引当金

　　　提出会社は、「ポリ塩化ビフェニル

廃棄物の適正な処理に関する特別

措置法」によって、処理すること

が義務づけられているPCB廃棄物

の処理費用に充てるため、当社で

保管中であるPCB廃棄物について、

日本環境安全事業㈱から公表され

ている処理単価に基づき算出した

処理費用見込額を計上しておりま

す。

 

⑤　環境対策引当金

　　　同左

 　　　　　　　―

　　　

⑥　災害損失引当金

　　　提出会社は、東日本大震災による建

物・機械装置等の損傷に伴い、翌

連結会計年度以降に見込まれる修

復費用の発生に備えるため、当該

損失見込額を見積り計上しており

ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となっ

た連結会社の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨への換算の基準

　　外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社等の資産

及び負債並びに収益及び費用は、決

算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は少数株主持分がな

いため全て純資産の部における為替

換算調整勘定に含めております。

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となっ

た連結会社の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な外貨建の資

産又は負債の本邦通貨への換算の

基準

　　　同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

 ―

 

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

　　手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的な投資であ

ります。

 

 (5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

　　消費税等の会計処理

　　　税抜方式によっております。

 

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

　　消費税等の会計処理

　　　同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

 

―

 

６　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金、取得

日から３ヵ月以内に満期の到来する定

期預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヵ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

 

―
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【会計方針の変更】

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

―

 

(資産除去債務に関する会計基準等)

　当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用しておりま

す。

　これにより、当連結会計年度の営業利益及び経常利益は

2,509千円、税金等調整前当期純利益は100,975千円減少

しております。

 

 

【表示方法の変更】

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

―

 

(連結損益計算書関係)

１．当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計

基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基

づき、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平

成21年３月24日 内閣府令第５号)を適用し、「少数株

主損益調整前当期純利益」の科目で表示しておりま

す。

―

 

２．前連結会計年度において営業外収益の「雑収入」に

含めて表示しておりました「補助金収入」(前連結会

計年度9,149千円)は、営業外収益の100分の10超となっ

たため、当連結会計年度においては区分掲記しており

ます。

 

 

【追加情報】

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

―

 

(包括利益の表示について)

　当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日)を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金

額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合

計」の金額を記載しております。

 

 

EDINET提出書類

日本化学産業株式会社(E00786)

有価証券報告書

 66/137



 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

― (従業員持株会連携型ESOPにおける会計処理について)

　提出会社は、当連結会計年度において、提出会社の従業

員持株会との連携によるESOPストラクチャーである「従

業員持株会連携型ESOP」を導入いたしました。

　従業員持株会連携型ESOPにおいて、提出会社株式の保有

及び処分を行う信託(以下「本信託」といいます。)を設

定のうえ、本信託の受託者(以下「受託者」といいます。)

が、(i)借入れにより調達した資金をもって提出会社が処

分する自己株式である株式を取得したうえ、当社の従業

員持株会である「にっかさん従業員持株会」(以下「当

社持株会」といいます。)による提出会社株式の継続的か

つ安定的な買付けに資するために、本信託の信託財産に

属する提出会社株式を売り付けること、(ii)本信託の信

託財産に属する当社株式につき、提出会社持株会の会員

(以下「会員」といいます。)の意思を反映する態様にお

ける議決権の行使を行うこと、並びに、(iii)本信託の信

託財産に属する提出会社株式の売却によって当該借入れ

返済後に余剰が生じる場合、金銭を会員に交付すること

等を実施いたします。なお、提出会社は、受託者による借

入れについて保証いたしますので、万一本信託の終了時

までに提出会社株式の売却による当該借入れの返済に不

足が生じる場合等には保証履行を行うこととなります。

よって提出会社株価の下落により、信託終了時点におい

て信託財産内に当該株式売却損相当の借入金残債がある

場合には、保証契約に基づいて、提出会社が保証人として

当該残債を一括弁済(保証履行)することとなりますが、

従業員への負担は一切ございません。

 

(金銭信託契約の概要)

　委託者 提出会社

　受託者 株式会社三井住友銀行

　受益者 当社持株会の会員又は会員であった者のうち所

定の要件を充足する者

信託契約日 平成23年２月10日

信託期間 平成23年２月10日から平成28年３月31日まで

　なお、提出会社は平成23年３月３日付で株式会社三井住

友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)(以下「信託

口」といいます。)に対し、第三者割当による自己株式の

処分を次の通り行っております。

①処分した株式の種類及び数 普通株式 　287,000 株

②処分価額の総額　　　　　　　 　 199,465,000 円

 

　当該株式の処分に関する会計処理については、提出会社

が信託口の債務を保証しており、経済的実態を重視した

保守的な観点から、提出会社と信託口は一体であるとす

る会計処理をしております。従って、信託口が所有する提

出会社株式や信託口の資産及び負債並びに費用及び収益

についても連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利

益計算書及び連結株主資本等変動計算書に含めて計上し

ております。なお、当連結会計年度末に信託口が所有する

当該株式は279,000株であります。
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前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

― (退職給付引当金について)

　提出会社は、税制適格退職年金制度および退職一時金制

度を採用しておりましたが、平成22年６月１日付で税制

適格退職年金制度を確定給付企業年金制度に移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会

計基準適用指針第１号)を適用しております。なお、本移

行による損益に与える影響は軽微であります。

 

 

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

 
前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

注１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 8,000千円

　

注１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

投資有価証券(株式) 8,000千円

　
注２　担保に供している資産

　(イ)埼玉工場財団及び福島工場財団

建物及び構築物 621,492千円

機械装置 2,060,873千円

土地 153,961千円

工場財団合計 2,836,328千円

注２　担保に供している資産

　(イ)埼玉工場財団及び福島工場財団

建物及び構築物 798,278千円

機械装置 1,703,350千円

土地 153,961千円

工場財団合計 2,655,591千円

　(ロ)青柳工場

建物 767千円

土地 52,327千円

　(ロ)青柳工場

建物 714千円

土地 52,327千円

　(ハ)大阪支店

建物 4,394千円

土地 14,786千円

　(ハ)大阪支店

建物 8,942千円

土地 14,786千円

　上記に対する債務

短期借入金 222,000千円

　

　上記に対する債務

短期借入金 252,000千円
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(連結損益計算書関係)

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

注１　売上原価には、商品 △1,183千円、製品△178,141

千円、仕掛品 △105,075千円、原材料 △85,871千円、

合計△370,272千円の棚卸資産評価損が含まれてお

ります。(△は戻入益)

　

注１　売上原価には、商品 396千円、製品 △10,969千円、

仕掛品 9,614千円、原材料 4,709千円、合計3,751千

円の棚卸資産評価損が含まれております。(△は戻入

益)

　
注２　販売費及び一般管理費の主なもの

運送費及び保管費 422,197千円

給与賞与 648,469千円

賞与引当金繰入額 144,187千円

役員賞与引当金繰入額 30,000千円

退職給付費用 47,918千円

研究開発費 361,203千円

　

注２　販売費及び一般管理費の主なもの

運送費及び保管費 467,374千円

貸倒引当金繰入額 1,090千円

給与賞与 647,862千円

賞与引当金繰入額 134,633千円

役員賞与引当金繰入額 30,000千円

退職給付費用 47,278千円

研究開発費 382,974千円

　
注３　研究開発費は、361,203千円であります。

　
注３　研究開発費は、382,974千円であります。

　
注４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 696千円

　

注４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 2,610千円

　
注５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 1,910千円

機械装置及び運搬具 10,321千円

工具、器具及び備品 1,194千円

計 13,426千円

　

注５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 4,466千円

機械装置及び運搬具 10,413千円

工具、器具及び備品 3,170千円

計 18,050千円

　
―

　
注６　災害による損失の内訳は次のとおりであります。

棚卸資産 130,894千円

修繕費 3,222千円

その他 28,675千円

計 162,791千円

　
 

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

 

注１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 1,882,437千円
少数株主に係る包括利益 ―千円

計  1,882,437千円

 

注２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 246,557千円
為替換算調整勘定 58,595千円

計  305,153千円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,680,000 ― ― 20,680,000

 

２　自己株式に関する事項

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 978,799 1,074 ― 979,873

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　  1千株

 

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月14日
取締役会

普通株式 157,609 8.00平成21年３月31日平成21年６月11日

平成21年11月６日
取締役会

普通株式 118,200 6.00平成21年９月30日平成21年12月４日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 197,001 10.00平成22年３月31日平成22年６月14日
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当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,680,000 ― ― 20,680,000

 

２　自己株式に関する事項

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 979,873 3,122 8,308 974,687

(注)当連結会計年度末の内279,000株は、「株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)」所有のもので

あります

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　   3千株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)からにっかさん従業員持株会への売却による減少

　　　   8千株

 

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月14日
取締役会

普通株式 197,001 10.00平成22年３月31日平成22年６月14日

平成22年11月５日
取締役会

普通株式 157,592 8.00平成22年９月30日平成22年12月６日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年５月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 159,874 8.00平成23年３月31日平成23年６月14日

(注)配当金の総額には「株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)」が所有する当社株式279,000株

に対する配当金2,232千円を含んでおります。

次へ
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係
 
現金及び預金 6,877,412千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △300,000千円

現金及び現金同等物 6,577,412千円
　

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係
 
現金及び預金 7,099,293千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △300,000千円

現金及び現金同等物 6,799,293千円
　

―
　

重要な非資金取引の内容

　当連結会計年度に新たに計上した重要な資産除去債務

は、105,548千円であります。
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(リース取引関係)

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１．ファイナンス・リース取引

(借主側)

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

１．ファイナンス・リース取引

(借主側)

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　①　リース資産の内容

　　　・有形固定資産

　主として、海外連結子会社における生産設備

(機械及び装置)であります。

　①　リース資産の内容

　　　・有形固定資産

　主として、海外連結子会社における生産設備

(機械及び装置)であります。

 

　　　・無形固定資産

　提出会社における人事関連システム(ソフト

ウェア)であります。

 

　②　リース資産の減価償却方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

 

　②　リース資産の減価償却方法

　同左

２．リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

２．リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(工具、器具及び備品)  

取得価額相当額 12,126千円

減価償却累計額相当額 9,925千円

期末残高相当額 2,200千円

　
　　　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

 

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(工具、器具及び備品)  

取得価額相当額 5,256千円

減価償却累計額相当額 5,168千円

期末残高相当額 87千円

　
　　　同左

　②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 2,113千円

１年超 87千円

合計 2,200千円

　
　　　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

 

　②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 87千円

１年超 ―千円

合計 87千円

　
　　　同左

 

　③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 12,840千円

減価償却費相当額 12,840千円

　

　③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2,113千円

減価償却費相当額 2,113千円

　④　減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

 

　④　減価償却費相当額の算定方法

　　　同左
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(金融商品関係)

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

 

(追加情報)

　当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号　平成20年３月10日)及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日)を適用しております。

 

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等に限定して運用しております。また、資金調達については、銀行

借入により調達しております。

なお、デリバティブ取引は極力行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

売上債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務

上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、銀行に対し長期性預

金を実施しております。

仕入債務である支払手形及び買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。借入金は短期的な運転資金

を銀行借入により調達しており、すべて返済期日は１年以内の短期借入金であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は社内管理規定に従い、営業債権について、各事業部門における営業管理室等が、主要な取引先の状

況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、適宜、取引先の与信調査

を行い、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、

当社の管理規定に準じて、同様の管理を行っております。

②　市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社は、輸出に係る売上債権と、原材料等の輸入に伴う仕入債務がありますが、信用リスク及び為替のリ

スクを回避するため、主に国内の商社を通した取引や円建ての取引を行っております。

投資有価証券については、四半期ごとに時価を把握し、取締役会に報告するとともに、適宜発行体の財務

状況を把握しております。

デリバティブ取引については、極力行わない方針でありますが、変動リスクに対するヘッジ取引を目的と

して止むを得ずデリバティブ取引を行う場合は、社内規定に基づき取締役会が承認することになっており

ます。

③　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき、総務部が月次に資金計画を作成するなどの方法により流動リスクを

管理しております。
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注２)を参照ください。)。

   (単位：千円)

 連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金

(2) 受取手形及び売掛金

(3) 投資有価証券

　　その他有価証券

(4) 長期預金

6,877,412

7,068,477

 

1,612,534

1,500,000

6,877,412

7,068,477

 

1,612,534

1,515,851

―

―

 

―

15,851

資産計 17,058,424 17,074,275 15,851

(1) 支払手形及び買掛金

(2) 短期借入金

2,292,244

360,000

2,292,244

360,000

―

―

負債計 2,652,244 2,652,244 ―

デリバティブ取引 ― ― ―

 

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっておりま

す。

　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(4) 長期預金

　これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規預入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方

法によっております。

 

負債

(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) 短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

デリバティブ取引

　デリバティブ取引は行っておりません。
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(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額　(千円)

非上場株式 145,967

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(３)投資有価証券」に

は含めておりません。

 

(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円)

 １年以内 １年超

５年以内

５年超

10年以内

現金及び預金 6,877,412 ― ―

受取手形及び売掛金 7,068,477 ― ―

長期預金 ― 1,000,000 500,000

合計 13,945,890 1,000,000 500,000
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当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

 

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等に限定して運用しております。また、資金調達については、銀行

借入により調達しております。

なお、デリバティブ取引は極力行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

売上債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務

上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、銀行に対し長期性預

金を実施しております。

仕入債務である支払手形及び買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。借入金は短期的な運転資金

を銀行借入により調達しており、すべて返済期日は１年以内の短期借入金であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は社内管理規定に従い、営業債権について、各事業部門における営業管理室等が、主要な取引先の状

況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、適宜、取引先の与信調査

を行い、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、

当社の管理規定に準じて、同様の管理を行っております。

②　市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社は、輸出に係る売上債権と、原材料等の輸入に伴う仕入債務がありますが、信用リスク及び為替のリ

スクを回避するため、主に国内の商社を通した取引や円建ての取引を行っております。

投資有価証券については、四半期ごとに時価を把握し、取締役会に報告するとともに、適宜発行体の財務

状況を把握しております。

デリバティブ取引については、極力行わない方針でありますが、変動リスクに対するヘッジ取引を目的と

して止むを得ずデリバティブ取引を行う場合は、社内規定に基づき取締役会が承認することになっており

ます。

③　資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき、総務部が月次に資金計画を作成するなどの方法により流動リスクを

管理しております。
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(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注２)を参照ください。)。

   (単位：千円)

 連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金

(2) 受取手形及び売掛金

(3) 投資有価証券

　　その他有価証券

(4) 長期預金

7,099,293

7,854,569

 

1,609,174

1,594,500

7,099,293

7,854,569

 

1,609,174

1,611,734

―

―

 

―

17,234

資産計 18,157,537 18,174,771 17,234

(1) 支払手形及び買掛金

(2) 短期借入金

2,648,909

605,465

2,648,909

605,465

―

―

負債計 3,254,374 3,254,374 ―

デリバティブ取引 ― ― ―

 

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっておりま

す。

　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(4) 長期預金

　これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規預入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方

法によっております。

 

負債

(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) 短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

デリバティブ取引

　デリバティブ取引は行っておりません。
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(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額　(千円)

非上場株式 143,666

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(３)投資有価証券」に

は含めておりません。

 

(注３) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円)

 １年以内 １年超

５年以内

５年超

10年以内

現金及び預金 7,099,293 ― ―

受取手形及び売掛金 7,854,569 ― ―

長期預金 ― 1,594,500 ―

合計 14,953,862 1,594,500 ―
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(有価証券関係)

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

 

１　その他有価証券
 

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

   

　①株式 1,029,153 662,689 366,464

　②債券 ― ― ―

　③その他 ― ― ―

小計 1,029,153 662,689 366,464

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

   

　①株式 568,481 713,869 △145,387

　②債券 ― ― ―

　③その他 14,899 16,015 △1,116

小計 583,380 729,884 △146,503

合計 1,612,534 1,392,573 219,960

(注)　非上場株式(連結貸借対照表計上額145,967千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められる

ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

２　減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、有価証券について15,790千円(その他有価証券の株式15,790千円)減損処理を行って

おります。
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当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

 

１　その他有価証券
 

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

   

　①株式 780,140 479,386 300,751

　②債券 ― ― ―

　③その他 ― ― ―

小計 780,140 479,389 300,751

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

   

　①株式 815,676 938,937 △123,260

　②債券 ― ― ―

　③その他 13,357 16,039 △2,682

小計 829,033 954,976 △125,942

合計 1,609,174 1,434,365 174,808

(注)　非上場株式(連結貸借対照表計上額135,666千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められる

ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

２　減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、有価証券について59,612千円(その他有価証券の株式59,612千円)減損処理を行って

おります。
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(デリバティブ取引関係)

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　当社グループは、当連結会計年度においてデリバティブ

取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありま

せん。

　同左
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(退職給付関係)

１　採用している退職給付の概要

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、総合設立型の厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の額が合理的に計算で

きないため、退職給付債務の計算に含めておりません。

・要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項

(1) 制度全体の積立状況に関する事項(平成21年３月31日現在)

年金資産の額 325,177,192千円
年金財政計算上の給付債務の額 502,794,093千円

差引額 △177,616,900千円

 

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合(自平成20年４月１日　至平成21年３月31日)

　　0.38％

 

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、未償却過去勤務債務残高53,210,536千円、当年度不足金100,455,597千円お

よび、前年度からの繰越不足金23,950,767千円の合計が差異の主な要因であります。上記不足金のうち、

61,005,906千円分については「最低責任準備金調整控除額」として控除されることになります。なお、未償却

過去勤務債務残高の内訳は特別掛金収入現価であり、償却方法は元利均等方式、事業主負担掛金率1.55％、償

却残余期間は平成21年３月末で９年10月であります。

 

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

当社は確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(平成22年６月に適格退職年金制度から移行)及び退職

一時金制度を設けております。

また、総合設立型の厚生年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の額が合理的に計算で

きないため、退職給付債務の計算に含めておりません。

・要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項

(1) 制度全体の積立状況に関する事項(平成22年３月31日現在)

年金資産の額 403,992,043千円
年金財政計算上の給付債務の額 458,224,132千円

差引額 △54,232,088千円

 

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合(自平成21年４月１日　至平成22年３月31日)

　　0.39％

 

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、未償却過去勤務債務残高47,948,646千円および、前年度からの繰越不足金

6,283,442千円の合計額であります。また、未償却過去勤務債務残高の内訳は特別掛金収入現価であり、償却方

法は元利均等方式、事業主負担掛金率1.55％、償却残余期間は平成22年３月末で８年10月であります。

 

２　退職給付債務に関する事項

 

 
前連結会計年度
(平成22年３月31日)

(千円)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

(千円)
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イ　退職給付債務 △1,125,533 △1,121,802

ロ　年金資産 678,403 713,935

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △447,129 △407,867

ニ　未認識過去勤務債務 ― △5,082

ホ　未認識数理計算上の差異 95,947 91,032

ヘ　退職給付引当金(ハ＋ニ＋ホ) △351,182 △321,917

 

３　退職給付費用に関する事項
 

 

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(千円)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

(千円)

イ　勤務費用 125,520 131,960

ロ　利息費用 22,309 22,491

ハ　期待運用収益 △16,077 △13,568

ニ　未認識過去勤務債務の費用処理額 ― △1,016

ホ　数理計算上の差異の費用処理額 26,922 20,934

ヘ　退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ) 158,675 160,801

 

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
 

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

ロ　割引率 2.0％ 2.0％

ハ　期待運用収益率 2.8％ 2.0％

ニ　過去勤務債務の費用処理額 ― ５年

ホ　数理計算上の差異の処理年数 ５年 ５年

 

 

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)
 

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 

繰延税金資産  
　賞与引当金 155,540千円
　未払事業税 59,969千円
　長期未払金 42,190千円
　退職給付引当金 141,877千円
　投資有価証券評価損 80,062千円
　減損損失 126,332千円
　減価償却費 52,724千円

　その他 33,475千円

繰延税金資産合計 692,173千円
  
繰延税金負債  
在外子会社留保利益 △109,654千円

　特別償却準備金 △1,319千円
　固定資産圧縮積立金 △463,345千円
その他有価証券評価差額金 △87,602千円

　その他 △19,430千円

繰延税金負債合計 △681,352千円

繰延税金資産の純額 10,821千円

(注)　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれており

ます。

　流動資産―繰延税金資産 237,432千円
　固定負債―繰延税金負債 △226,611千円

　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

 

繰延税金資産  
　賞与引当金 169,680千円
　未払事業税 55,199千円
　長期未払金 17,984千円
　退職給付引当金 130,054千円
　投資有価証券評価損 80,062千円
　減損損失 124,229千円
　減価償却費 60,567千円
　資産除去債務 42,641千円

　その他 37,375千円

繰延税金資産合計 717,795千円
  
繰延税金負債  
在外子会社留保利益 △142,163千円
　固定資産圧縮積立金 △462,724千円
その他有価証券評価差額金 △68,431千円

　その他 △29,973千円

繰延税金負債合計 △703,293千円

繰延税金資産の純額 14,501千円

(注)　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれており

ます。

　流動資産―繰延税金資産 251,215千円
　固定負債―繰延税金負債 △236,713千円

　
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

法定実効税率 40.4％
(調整)  
交際費等永久に損金に算入されない項
目

0.1％

受取配当金等永久に益金に算入されな
い項目

△0.3％

試験研究費税額控除 △0.6％
外国税額控除 △2.1％
住民税均等割額 0.5％
在外子会社の利益 △1.7％
在外子会社留保利益 0.8％
その他 1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.1％

 

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるた

め注記を省略しております。
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(企業結合等関係)

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至

　平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)

当連結会計年度末(平成23年３月31日)

　資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

　(1) 当該資産除去債務の概要

河川法に基づく占有許可の期間満了に伴う構築物(橋梁)の原状回復義務であります。

 

　(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から60年と見積り、割引率は2.3％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

　(3) 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高(注)　　　　　　　　　　　　　　　　　103,219千円

時の経過による調整額　　　　　　　　　　　　　　2,328千円

期末残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105,548千円

 

　(注)当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号　平成20年３月31日及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用したこと

による期首時点における残高であります。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

 

 
薬品事業
(千円)

建材事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 18,746,5312,280,48221,027,013 ― 21,027,013

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 18,746,5312,280,48221,027,013 ― 21,027,013

営業費用 16,331,7871,786,81418,118,602429,68918,548,292

営業利益 2,414,743493,6672,908,411(429,689)2,478,721

Ⅱ　資産・減価償却費
及び資本的支出

     

資産 13,810,6341,371,63615,182,27011,385,18226,567,453

減価償却費 1,120,41754,5431,174,96016,8101,191,771

資本的支出 646,017 26,340 672,358 407 672,765

(注) １　事業区分の方法

事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２　事業区分の主要製品

薬品事業 銅・?・ニッケル・コバルト等の金属化合物、ナフテン酸・オクチル酸等の金属石鹸、電池

用薬品、表面処理用光沢剤・添加剤、無電解ニッケルめっき液、めっき加工

建材事業 アルミ製よろい戸・観音開きよろい戸、鋼製雨戸、防火通気見切り縁、手摺・笠木等の住宅

用建材製品、外装用パネル、制御盤用熱交換器「クールフィン」ほかその他建材製品

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(429,689千円)は、提出会社本社の総務部等管理部門

に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(11,385,182千円)の主なものは、提出会社本社での余資運用資金

(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。

５　減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれ、資本的支出には長期前払費用の増加額が含まれております。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しております。

 

【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

 

 アジア・オセアニア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 3,302,842 26,797 3,329,640

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― 21,027,013

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

15.7 0.1 15.8

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

　アジア・オセアニア：東アジア及び東南アジア諸国、オーストラリア、ニュージーランド

　その他：米国、ヨーロッパ諸国他

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象になっているものであります。

当社グループは、本社において「薬品事業」「建材事業」に関する国内及び海外の包括的な戦略を立案し、こ

れを基に、「薬品事業」については、薬品営業本部、薬品生産本部、海外子会社等で、「建材事業」については、建

材本部で、具体的な事業活動を展開しております。

また、「薬品事業」は、銅・錫・ニッケル・コバルト等の金属化合物、ナフテン酸・オクチル酸等の金属石鹸、

電池用薬品、表面処理用光沢剤・添加剤、無電解ニッケルめっき液の製造販売及びめっき加工をしております。

「建材事業」はアルミ製よろい戸・観音開きよろい戸、鋼製雨戸、防火通気見切り縁、手摺・笠木等の住宅用建

材製品、外装用パネル、制御盤用熱交換器「クールフィン」ほかその他建材製品の製造販売をしております。

従って当社グループは、製品・サービス別セグメントから構成されている「薬品事業」及び「建材事業」の

２つを報告セグメントとしております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　　前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１、２

連結財務諸表
計上額
(注)３薬品事業 建材事業 計

売上高      

　外部顧客への売上高 18,476,5312,280,48221,027,013 ― 21,027,013

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 18,476,5312,280,48221,027,013 ― 21,027,013

セグメント利益 2,414,743493,6672,908,411△429,6892,478,721

セグメント資産 13,810,6341,371,63615,182,27011,385,18226,567,453

その他の項目      

　減価償却費 1,120,37354,5431,174,91714,8161,189,734

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

645,917 26,340 672,258 ― 672,258

(注) １．セグメント利益の調整額△429,689千円は、報告セグメントに帰属しない提出会社本社での総務部等管理部門に係る

費用であります。

２．セグメント資産の調整額11,385,182千円は、報告セグメントに帰属しない提出会社での余資運用資金(現金及び預

金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

　　当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

  (単位：千円)

EDINET提出書類

日本化学産業株式会社(E00786)

有価証券報告書

 90/137



 

報告セグメント
調整額
(注)１、２

連結財務諸表
計上額
(注)３薬品事業 建材事業 計

売上高      

　外部顧客への売上高 22,519,9593,019,78025,539,739 ― 25,539,739

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 22,519,9593,019,78025,539,739 ― 25,539,739

セグメント利益 3,118,955851,4053,970,360△395,3023,575,058

セグメント資産 15,838,1641,563,74817,401,91311,584,81828,986,732

その他の項目      

　減価償却費 953,458 42,530 995,989 13,5481,009,538

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

832,118 29,334 861,452 14,500 875,953

(注) １．セグメント利益の調整額△395,302千円は、報告セグメントに帰属しない提出会社本社での総務部等管理部門に係る

費用であります。

２．セグメント資産の調整額11,584,818千円は、報告セグメントに帰属しない提出会社での余資運用資金(現金及び預

金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

(追加情報)

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成21年３月27

日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号　平成20年３

月21日)を適用しております。
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【関連情報】

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

　　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

   (単位：千円)

日本 アジア・オセアニア その他 合計

21,696,718 3,784,840 58,180 25,539,739

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

　アジア・オセアニア：東アジア及び東南アジア諸国、オーストラリア、ニュージーランド

　その他：米国、ヨーロッパ諸国他

 

(2) 有形固定資産

  (単位：千円)

日本 タイ 合計

5,192,072 649,657 5,841,730

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略して

おります。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　　　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　　　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

　　　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至

　平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)
 

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 1,075.87円１株当たり純資産額 1,152.57円

１株当たり当期純利益 80.06円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄

化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　

１株当たり当期純利益 97.76円

  同左

　

 

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

 

 
前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 21,194,837 22,711,818

普通株式に係る純資産額(千円) 21,194,837 22,711,818

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) 20,680 20,680

普通株式の自己株式数(千株) 979 974

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数(千株)

19,700 19,705

 

２　１株当たり当期純利益

 

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 1,577,284 1,925,696

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,577,284 1,925,696

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 19,700 19,698

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

新株予約権(信託型ライツ・プ

ラン)潜在株式の数25,000千株

同左

 
(注)　当連結会計年度の「株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)」が所有する当社株式(279,000株)は、１株

当たり情報の算定の基礎となる期末普通株式数及び期中平均株式数から除いております。
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(重要な後発事象)

前連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成22年４月１日　至

　平成23年３月31日)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 360,000 605,465 1.2 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 ―  ― ―

１年以内に返済予定のリース債務 36,917 40,555 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

― ― ― ―

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く)

144,876 115,885 ― ―

その他有利子負債     

ファイナンス・リース負債
(１年以内)

42,063 14,261 6.4 ―

ファイナンス・リース負債
(１年超)

14,631 ― ― ―

計 56,694 14,261 ― ―

合計 598,489 776,167 ― ―

(注)１　「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照

表に計上しているため、「平均利率」を計算しておりません。

２　短期借入金の当期末残高には、従業員持株会連携型ESOPによる借入金199,465千円が含まれております。

３　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)及びファイナンス・リース負債(１年超)の連結決算日後５年以内にお

ける１年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

 
１年超２年以内

(千円)

２年超３年以内

(千円)

３年超４年以内

(千円)

４年超５年以内

(千円)

リース債務 38,621 38,502 35,716 3,045

 

【資産除去債務明細表】

「資産除去債務関係」注記において記載しておりますので、省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

 

第１四半期

(自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日)

第２四半期

(自　平成22年７月１日

至　平成22年９月30日)

第３四半期

(自　平成22年10月１日

至　平成22年12月31日)

第４四半期

(自　平成23年１月１日

至　平成23年３月31日)

売上高　　　　　　(千円) 6,448,851 6,291,824 6,539,586 6,259,477

税金等調整前

四半期純利益金額　(千円)
819,114 849,976 1,083,080 456,839

四半期純利益金額　(千円) 492,697 521,633 655,091 256,273

１株当たり

四半期純利益金額　　(円)
25.01 26.48 33.26 13.01
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２【財務諸表等】
　　(1)【財務諸表】
　　　　①【貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,448,976 6,577,767

受取手形 1,885,444 2,049,030

売掛金 4,849,517 5,500,434

商品及び製品 756,054 939,623

仕掛品 832,955 1,006,334

原材料及び貯蔵品 685,380 1,719,838

繰延税金資産 236,009 249,703

その他 39,508 65,343

貸倒引当金 △5,880 △6,970

流動資産合計 15,727,967 18,101,105

固定資産

有形固定資産

建物 3,863,379 4,063,638

減価償却累計額 △2,787,300 △2,860,331

建物（純額） 1,076,079 1,203,307

構築物 854,564 883,792

減価償却累計額 △682,161 △701,634

構築物（純額） 172,402 182,158

機械及び装置 9,600,993 9,840,798

減価償却累計額 △7,392,748 △7,981,406

機械及び装置（純額） 2,208,245 1,859,392

車両運搬具 122,883 119,287

減価償却累計額 △107,728 △107,980

車両運搬具（純額） 15,154 11,307

工具、器具及び備品 1,269,790 1,258,903

減価償却累計額 △1,132,438 △1,145,207

工具、器具及び備品（純額） 137,351 113,696

土地 1,743,912 1,743,912

建設仮勘定 21,045 78,299

有形固定資産合計 注
 5,374,191

注
 5,192,072

無形固定資産

借地権 1,682 1,682

ソフトウエア 1,786 1,116

リース資産 － 14,500

電話加入権 7,848 7,848

施設利用権 － 415

無形固定資産合計 11,318 25,563

EDINET提出書類

日本化学産業株式会社(E00786)

有価証券報告書

 98/137



（単位：千円）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,750,501 1,744,840

関係会社株式 265,827 265,827

出資金 1,810 1,800

破産更生債権等 17,038 17,038

長期前払費用 66,338 64,192

生命保険積立金 347,908 366,550

保険積立金 183,997 233,137

長期預金 1,500,000 1,500,000

その他 5,605 5,272

貸倒引当金 △18,608 △18,608

投資その他の資産合計 4,120,418 4,180,051

固定資産合計 9,505,928 9,397,688

資産合計 25,233,896 27,498,793

負債の部

流動負債

支払手形 734,314 713,746

買掛金 1,481,533 1,860,723

短期借入金 注
 360,000

注
 605,465

リース債務 － 3,045

未払金 99,230 326,211

未払費用 242,644 306,704

未払法人税等 761,894 760,432

未払消費税等 114,603 15,226

前受金 17,605 15,192

預り金 12,630 12,261

賞与引当金 385,000 420,000

役員賞与引当金 30,000 30,000

災害損失引当金 － 153,962

設備関係支払手形 21,697 20,690

流動負債合計 4,261,154 5,243,661

固定負債

長期未払金 104,432 44,516

リース債務 － 12,180

繰延税金負債 97,525 66,423

退職給付引当金 351,182 321,917

環境対策引当金 9,532 9,532

資産除去債務 － 105,548

その他 6,719 6,525

固定負債合計 569,392 566,643

負債合計 4,830,546 5,810,305
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（単位：千円）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,034,000 1,034,000

資本剰余金

資本準備金 337,867 337,867

その他資本剰余金 207,735 210,126

資本剰余金合計 545,602 547,994

利益剰余金

利益準備金 258,500 258,500

その他利益剰余金 18,826,057 20,135,949

研究開発積立金 125,000 125,000

配当準備積立金 55,000 55,000

特別償却準備金 1,945 －

固定資産圧縮積立金 683,548 682,633

別途積立金 15,700,500 16,800,500

繰越利益剰余金 2,260,063 2,472,815

利益剰余金合計 19,084,557 20,394,449

自己株式 △390,045 △388,909

株主資本合計 20,274,114 21,587,534

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 129,235 100,953

評価・換算差額等合計 129,235 100,953

純資産合計 20,403,349 21,688,487

負債純資産合計 25,233,896 27,498,793
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②【損益計算書】
（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

売上高 19,895,334 24,363,102

売上原価

商品売上原価

商品期首たな卸高 111,258 118,051

当期商品仕入高 4,424,282 5,260,499

合計 4,535,541 5,378,551

商品期末たな卸高 118,051 163,754

商品売上原価 注1
 4,417,489

注1
 5,214,796

製品売上原価

製品期首たな卸高 750,279 638,002

当期製品製造原価 11,436,321 13,961,064

合計 12,186,601 14,599,067

製品他勘定振替高 注2
 6,771

注2
 6,699

製品期末たな卸高 638,002 775,868

原材料・仕掛品評価損 注1
 △190,947

注1
 14,324

製品売上原価 注1
 11,350,880

注1
 13,830,823

売上原価合計 注1
 15,768,369

注1
 19,045,620

売上総利益 4,126,965 5,317,482

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 419,214 466,942

貸倒引当金繰入額 － 1,090

給料及び賞与 580,635 581,055

役員報酬 83,479 78,246

賞与引当金繰入額 144,187 134,633

役員賞与引当金繰入額 30,000 30,000

退職給付費用 47,918 47,278

福利厚生費 117,146 117,303

減価償却費 13,810 12,647

研究開発費 注6
 361,203

注6
 382,974

その他 282,268 311,269

販売費及び一般管理費合計 2,079,865 2,163,441

営業利益 2,047,099 3,154,041
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

営業外収益

受取利息 9,638 16,230

受取配当金 注3
 192,914 35,058

仕入割引 12,902 15,685

不動産賃貸料 37,117 34,973

為替差益 990 9,536

補助金収入 － 30,550

雑収入 39,555 21,674

営業外収益合計 293,119 163,709

営業外費用

支払利息 6,707 8,664

売上割引 10,855 14,412

賃貸収入原価 12,877 11,955

雑支出 458 124

営業外費用合計 30,898 35,157

経常利益 2,309,320 3,282,593

特別利益

貸倒引当金戻入額 651 －

特別利益合計 651 －

特別損失

固定資産売却損 － 注4
 148

固定資産除却損 注5
 11,860

注5
 18,050

投資有価証券評価損 15,790 59,612

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 98,466

災害による損失 － 注7
 162,791

災害損失引当金繰入額 － 153,962

特別損失合計 27,650 493,032

税引前当期純利益 2,282,322 2,789,560

法人税、住民税及び事業税 809,900 1,150,700

法人税等調整額 11,215 △25,624

法人税等合計 821,115 1,125,075

当期純利益 1,461,206 1,664,485
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【製造原価明細書】

 

  
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　原材料費  8,020,689  70.610,741,081  75.2

Ⅱ　労務費  1,391,769  12.21,641,819  11.5

Ⅲ　経費  1,949,570  17.21,907,942  13.3

(うち減価償却費)  (1,090,430)   (887,575)   

(うち外注加工費)  (149,973)   (184,687)   

当期総製造費用   11,362,030100.0  14,290,843100.0

仕掛品期首たな卸高   812,206  832,955 

合計   12,174,236  15,123,799 

他勘定振替高 注  △95,041   156,399 

仕掛品期末たな卸高   832,955  1,006,334 

当期製品製造原価   11,436,321  13,961,064 

        

原価計算の方法　組別総合原価計算法を採用しておりますが、期中は一部予定原価を用い、期末において原価差額を調整してお

ります。

(注)　他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

売上原価(仕掛品評価損)

販売費及び一般管理費

特別損失

△105,075

10,034

―

9,614

18,111

128,673

計 △95,041 156,399
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③【株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,034,000 1,034,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,034,000 1,034,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 337,867 337,867

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 337,867 337,867

その他資本剰余金

前期末残高 207,735 207,735

当期変動額

自己株式の処分 － 2,391

当期変動額合計 － 2,391

当期末残高 207,735 210,126

資本剰余金合計

前期末残高 545,602 545,602

当期変動額

自己株式の処分 － 2,391

当期変動額合計 － 2,391

当期末残高 545,602 547,994

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 258,500 258,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 258,500 258,500
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

その他利益剰余金

研究開発積立金

前期末残高 125,000 125,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 125,000 125,000

配当準備積立金

前期末残高 55,000 55,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 55,000 55,000

特別償却準備金

前期末残高 7,658 1,945

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △5,712 △1,945

当期変動額合計 △5,712 △1,945

当期末残高 1,945 －

固定資産圧縮積立金

前期末残高 684,486 683,548

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △937 △914

当期変動額合計 △937 △914

当期末残高 683,548 682,633

別途積立金

前期末残高 15,400,500 15,700,500

当期変動額

別途積立金の積立 300,000 1,100,000

当期変動額合計 300,000 1,100,000

当期末残高 15,700,500 16,800,500

繰越利益剰余金

前期末残高 1,368,016 2,260,063

当期変動額

剰余金の配当 △275,810 △354,593

当期純利益 1,461,206 1,664,485

特別償却準備金の取崩 5,712 1,945

固定資産圧縮積立金の取崩 937 914

別途積立金の積立 △300,000 △1,100,000

当期変動額合計 892,046 212,752

当期末残高 2,260,063 2,472,815

利益剰余金合計

前期末残高 17,899,161 19,084,557

当期変動額

剰余金の配当 △275,810 △354,593

当期純利益 1,461,206 1,664,485

当期変動額合計 1,185,396 1,309,891

当期末残高 19,084,557 20,394,449
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

自己株式

前期末残高 △389,490 △390,045

当期変動額

自己株式の取得 △555 △2,178

自己株式の処分 － 3,314

当期変動額合計 △555 1,136

当期末残高 △390,045 △388,909

株主資本合計

前期末残高 19,089,273 20,274,114

当期変動額

剰余金の配当 △275,810 △354,593

当期純利益 1,461,206 1,664,485

自己株式の取得 △555 △2,178

自己株式の処分 － 5,706

当期変動額合計 1,184,840 1,313,419

当期末残高 20,274,114 21,587,534

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △117,322 129,235

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

246,557 △28,281

当期変動額合計 246,557 △28,281

当期末残高 129,235 100,953

評価・換算差額等合計

前期末残高 △117,322 129,235

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

246,557 △28,281

当期変動額合計 246,557 △28,281

当期末残高 129,235 100,953

純資産合計

前期末残高 18,971,951 20,403,349

当期変動額

剰余金の配当 △275,810 △354,593

当期純利益 1,461,206 1,664,485

自己株式の取得 △555 △2,178

自己株式の処分 － 5,706

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 246,557 △28,281

当期変動額合計 1,431,398 1,285,137

当期末残高 20,403,349 21,688,487
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【重要な会計方針】

 

項目
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　　同左

 (2) その他有価証券

　　時価のあるもの

　　決算期末日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

　　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

 

(2) その他有価証券

　　時価のあるもの

　　同左

 

 

 

　　時価のないもの

　　同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

月別総平均法による原価法(収益性の

低下による簿価引下げの方法)

 

 

　　同左

 

 

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

　　定率法

　なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

　　定率法

　　同左

 

 

  

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

　　定額法

　　なお、耐用年数については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

　　また、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能見込

期間(５年)に基づく定額法を採用し

ております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

　　定額法

　　同左

 (3) リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価

額をゼロとする定額法によっており

ます。

　　なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始

日が平成20年３月31日以前のものに

ついては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっており

ます。

(3) リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

　　同左

４　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

(1) 貸倒引当金

　　同左
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項目
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

 (2) 賞与引当金

　　従業員に対する賞与の支払に備え

て、賞与支給見込額の当事業年度負

担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　　同左

 (3) 役員賞与引当金

　　役員に対する賞与の支払に備えて、

賞与支給見込額の当事業年度負担額

を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

　　同左

 (4) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当事

業年度末において発生していると認

められる額を計上しております。

　　数理計算上の差異については、各事

業年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度より

費用処理することとしております。

(会計方針の変更)

　　当事業年度から「退職給付に係る会

計基準」の一部改正(その３)(企業

会計基準第19号　平成20年７月31日)

を適用しております。

　　数理計算上の差異を翌期から償却す

るため、これによる営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益に与える影

響はありません。

　　また、本会計基準の適用に伴い発生

する退職給付債務の差額はありませ

ん。

(4) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当事

業年度末において発生していると認

められる額を計上しております。

　　過去勤務債務については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(５年)による定額法に

より按分した額を費用処理しており

ます。

　　数理計算上の差異については、各事

業年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしております。

 

 (5) 環境対策引当金

　　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正

な処理に関する特別措置法」によっ

て、処理することが義務づけられて

いるPCB廃棄物の処理費用に充てる

ため、当社で保管中であるPCB廃棄物

について、日本環境安全事業㈱から

公表されている処理単価に基づき算

出した処理費用見込額を計上してお

ります。

　　　　　　　　―

 

(5) 環境対策引当金

　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)災害損失引当金

　　東日本大震災による建物・機械装置

等の損傷に伴い、翌事業年度以降に

見込まれる修復費用の発生に備える

ため、当該損失見込額を見積り計上

しております。
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項目
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

５　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。

 

　　同左

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　　同左
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【会計方針の変更】

 
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　　　　　　　　　　　　― (資産除去債務に関する会計基準等)

　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)及び「資産除

去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第21号　平成20年３月31日)を適用しております。

　これにより、当事業年度の営業利益及び経常利益は

2,509千円、税引前当期純利益は100,975千円減少してお

ります。

 

 

【表示方法の変更】

 
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　　　　　　　　　　　　―

 

(損益計算書関係)

　前事業年度において営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しておりました「補助金収入」(前事業年度9,149千

円)は、営業外収益の100分の10超となったため、当事業年

度においては区分掲記しております。

　

 

【追加情報】

 
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

　　　　　　　　　　　　―

 

(従業員持株会連携型ESOPにおける会計処理について)

　当社は、当事業年度において、当社の従業員持株会との

連携によるESOPストラクチャーである「従業員持株会連

携型ESOPを導入いたしました。

　従業員持株会連携型ESOPにおいて、当社株式の保有及び

処分を行う信託(以下「本信託」といいます。)を設定の

うえ、本信託の受託者(以下「受託者」といいます。)が、

(ⅰ)借入れにより調達した資金をもって当社が処分する

自己株式である株式を取得したうえ、当社の従業員持株

会である「にっかさん従業員持株会」(以下「当社持株

会」といいます。)による当社株式の継続的かつ安定的な

買付けに資するために、本信託の信託財産に属する当社

株式を売り付けること、(ⅱ)本信託の信託財産に属する

当社株式につき、当社持株会の会員(以下「会員」といい

ます。)の意思を反映する態様における議決権の行使を行

うこと、並びに、(ⅲ)本信託の信託財産に属する当社株式

の売却によって当該借入れ返済後に余剰が生じる場合、

金銭を会員に交付すること等を実施いたします。なお、当

社は、受託者による借入れについて保証いたしますので、

万一本信託の終了時までに当社株式の売却による当該借

入れの返済に不足が生じる場合等に

 
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)
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 は保証履行を行うこととなります。よって当社株価の下

落により、信託終了時点において信託財産内に当該株式

売却損相当の借入金残債がある場合には、保証契約に基

づいて、当社が保証人として当該残債を一括弁済(保証履

行)することとなりますが、従業員への負担は一切ござい

ません。

 

(金銭信託契約の概要)

　委託者　当社

　受託者　株式会社三井住友銀行

　受益者　当社持株会の会員又は会員であった者のうち所

定の要件を充足する者

　信託契約日　平成23年２月10日

　信託期間　平成23年２月10日から平成28年３月31日まで

　なお、当社は平成23年３月３日付で「株式会社三井住友

銀行(にっかさん従業員持株会信託口)」(以下「信託

口」といいます。)に対し、第三者割当による自己株式の

処分を次の通り行っております。

　①処分した株式の種類及び数　　普通株式287,000株

　②処分価額の総額　　　　　　　　　199,465,000円

 

　当該株式の処分に関する会計処理については、当社が信

託口の債務を保証しており、経済的実態を重視した保守

的な観点から、当社と信託口は一体であるとする会計処

理をしております。従って、信託口が所有する当社株式や

信託口の資産及び負債並びに費用及び収益についても貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に含めて計

上しております。なお、当期末に信託口が所有する当該株

式は279,000株であります。

 

　　　　　　　　　　　　―

 

(退職給付引当金について)

　当社は、税制適格退職年金制度および退職一時金制度を

採用しておりましたが、平成22年６月１日付で税制適格

退職年金制度を確定給付企業年金制度に移行し、「退職

給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準

適用指針第１号)を適用しております。

　なお、本移行による損益に与える影響は軽微でありま

す。
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

 
前事業年度

(平成22年３月31日)
当事業年度

(平成23年３月31日)

注　担保に供している固定資産

   千円

(イ)埼玉工場財団及び 建物 481,846

 福島工場財団 構築物 139,646

  機械及び装置 2,060,873

  土地 153,961

  工場財団合計 2,836,328

(ロ)青柳工場 建物 767

  土地 52,327

(ハ)大阪支店 建物 4,394

  土地 14,786

 上記に対する債務   

 　短期借入金  222,000

　

注　担保に供している固定資産

   千円

(イ)埼玉工場財団及び 建物 647,688

 福島工場財団 構築物 150,590

  機械及び装置 1,703,350

  土地 153,961

  工場財団合計 2,655,591

(ロ)青柳工場 建物 714

  土地 52,327

(ハ)大阪支店 建物 8,942

  土地 14,786

 上記に対する債務   

 　短期借入金  252,000
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(損益計算書関係)

 
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

注１　売上原価には、商品 △1,183千円、製品 △178,141

千円、仕掛品 △105,075千円、原材料 △85,871千円、

合計 △370,272千円の棚卸資産評価損が含まれてお

ります。(△は戻入益)

　

注１　売上原価には、商品 396千円、製品 △10,969千円、

仕掛品 9,614千円、原材料 4,709千円、合計 　　　　

 3,751千円の棚卸資産評価損が含まれております。

(△は戻入益)

　
注２　他勘定振替高は販売費及び一般管理費への振替で

あります。

　

注２　同左

注３　関係会社との取引

受取配当金 160,125千円

　

―

― 注４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 148千円

　
注５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 262千円

構築物 1,648千円

機械及び装置 9,017千円

車両運搬具 8千円

工具、器具及び備品 923千円

計 11,860千円

　

注５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 3,964千円

構築物 501千円

機械及び装置 10,365千円

車両運搬具 48千円

工具、器具及び備品 3,170千円

計 18,050千円

　
注６　研究開発費の総額

 361,203千円

　

注６　研究開発費の総額

 382,974千円

　
― 注７　災害による損失の内訳は次のとおりであります。

棚卸資産 130,894千円

修繕費 3,222千円

その他 28,675千円

計 162,791千円
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　自己株式に関する事項

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 978,799 1,074 ― 979,873

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　1千株

 

当事業年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

１　自己株式に関する事項

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 979,873 3,122 8,308 974,687

(注)当事業年度末の内279,000株は、「株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)」所有のものであり

ます。

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　3千株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)からにっかさん従業員持株会への売却による減少

　　　　　　　　　　　　　　　8千株
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(リース取引関係)

 
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

― １．ファイナンス・リース取引
(借主側)
　所有権移転外ファイナンス・リース取引

 　①　リース資産の内容
　　　無形固定資産

　人事関連システム(ソフトウェア)であります。
 

　②　リース資産の減価償却の方法
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法によっております。
 

２．リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権
移転外ファイナンス・リース取引

２．リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有
権移転外ファイナンス・リース取引

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額

(工具、器具及び備品)  

取得価額相当額 12,126千円

減価償却累計額相当額 9,925千円

期末残高相当額 2,200千円

　
　　　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた
め、支払利子込み法により算定しています。

　

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額

(工具、器具及び備品)  

取得価額相当額 5,256千円

減価償却累計額相当額 5,168千円

期末残高相当額 87千円

　
　　　同左

　②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,113千円

１年超 87千円

合計 2,200千円

　
　　　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め
る割合が低いため、支払利子込み法により算定し
ています。

　

　②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 87千円

１年超 ―千円

合計 87千円

　
　　　同左

　③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 12,840千円

減価償却費相当額 12,840千円

　

　③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2,113千円

減価償却費相当額 2,113千円

　
　④　減価償却費相当額の算定方法
　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっています。

　

　④　減価償却費相当額の算定方法
　　　同左
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(有価証券関係)

前事業年度(平成22年３月31日)

(追加情報)

１.

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号　平成20年３月10日)及び「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日)を適用しております。

 

子会社株式及び関連会社株式で時価を把握することができるものはありません。

(注)　時価を把握することが極めて困難と認められる子会社及び関連会社

(単位：千円)

区分 貸借対照表計上額

子会社株式 265,827

計 265,827

上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるもので

あります。

 

当事業年度(平成23年３月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価を把握することができるものはありません。

(注)　時価を把握することが極めて困難と認められる子会社及び関連会社

(単位：千円)

区分 貸借対照表計上額

子会社株式 265,827

計 265,827

上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるもので

あります。
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(税効果会計関係)

 
前事業年度

(平成22年３月31日)
当事業年度

(平成23年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳
 
繰延税金資産  

　賞与引当金 155,540千円

　未払事業税 59,969千円

　長期未払金 42,190千円

　退職給付引当金 141,877千円

　投資有価証券評価損 80,062千円

　減損損失 126,332千円

　減価償却費 52,724千円

　貸倒引当金 4,450千円

　その他 27,602千円

繰延税金資産合計 690,750千円

繰延税金負債  

　特別償却準備金 △1,319千円

　固定資産圧縮積立金 △463,345千円

　その他有価証券評価差額金 △87,602千円

　繰延税金負債合計 △552,266千円

　繰延税金資産の純額 138,483千円
　

(注)当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対

照表の以下の項目に含まれております。
 
 当事業年度

 (平成22年３月31日)

流動資産―繰延税金資産 236,009千円

固定負債―繰延税金負債 △97,525千円
　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳
 
繰延税金資産  

　賞与引当金 169,680千円

　未払事業税 55,199千円

　長期未払金 17,984千円

　退職給付引当金 130,054千円

　投資有価証券評価損 80,062千円

　減損損失 124,229千円

　減価償却費 60,567千円

　貸倒引当金 5,031千円

　資産除去債務 42,641千円

　その他 30,831千円

繰延税金資産合計 716,283千円

繰延税金負債  

　固定資産圧縮積立金 △462,724千円

　その他有価証券評価差額金 △68,431千円

　その他 △1,847千円

　繰延税金負債合計 △533,004千円

　繰延税金資産の純額 183,279千円
　

(注)当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対

照表の以下の項目に含まれております。
 
 当事業年度

 (平成23年３月31日)

流動資産―繰延税金資産 249,703千円

固定負債―繰延税金負債 △66,423千円
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳
 
法定実効税率 40.4％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△3.0％

試験研究費税額控除 △0.7％

外国税額控除 △2.3％

住民税均等割額 0.5％

その他 1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.0％

  

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。
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(企業結合等関係)

前事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)及び当事業年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年

３月31日)

該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)

当事業年度末(平成23年３月31日)

　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

　(1) 当該資産除去債務の概要

河川法に基づく占有許可の期間満了に伴う構築物(橋梁)の原状回復義務であります。

 

　(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から60年と見積り、割引率は2.3％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

　(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高(注)　　　　　　　　　　　　　　　103,219千円

時の経過による調整額　　　　　　　　　　　　2,328千円

期末残高　　　　　　　　　　　　　　　　　105,548千円

 

　(注)当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)及び「資産除去

債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用したことによ

る期首時点における残高であります。
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(１株当たり情報)

 
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 1,035.70円１株当たり純資産額 1,100.64円

１株当たり当期純利益 74.17円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄
化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
　

１株当たり当期純利益 84.50円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄
化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して
お
ません。
　

 

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

 

 
前事業年度

(平成22年３月31日)
当事業年度

(平成23年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額
　　　　　　　　　　　　(千円)

20,403,349 21,688,487

普通株式に係る純資産額(千円) 20,403,349 21,688,487

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) 20,680 20,680

普通株式の自己株式数(千株) 979 974

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数(千株)

19,700 19,705

 

２　１株当たり当期純利益

 

 
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 1,461,206 1,664,485

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,461,206 1,664,485

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 19,700 19,698

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

新株予約権(信託型ライツ・プ

ラン)潜在株式の数25,000千株

同左

(注)当事業年度の「株式会社三井住友銀行(にっかさん従業員持株会信託口)」が所有する当社株式(279,000株)は、１株当たり

情報の算定上の基礎となる期末普通株式数及び期中平均株式数から除いております。
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(重要な後発事象)

前事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)及び当事業年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年

３月31日)

該当事項はありません。

 

前へ
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘　　　　　　　　柄
株　式　数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価 その他有価 日本パーカライジング㈱ 233,000 267,251
証券 証券 荏原ユージライト㈱ 93,000 219,015
  日本精化㈱ 308,000 162,316
  石原薬品㈱ 114,160 125,576
  三井生命㈱ 200,000 100,000
  第一稀元素化学工業㈱ 29,900 94,633
  ㈱三菱ケミカルホールディングス 176,000 92,048
  東洋インキ製造㈱ 196,618 83,562
  ㈱東京都民銀行 66,775 72,117
  日本ピグメント㈱ 240,000 67,920
  関東電化工業㈱ 100,000 61,800
  日本化学工業㈱ 279,000 53,010
  ㈱三井住友フィナンシャルグループ 16,563 42,831
  日本精鉱㈱ 122,000 39,284

  
ユミコア・スペシャリティー・ケミカ
ルズ・スービック,INC.

41,528,239 31,554

  ㈱みずほフィナンシャルグループ 218,030 30,088
  ㈱神戸製鋼所 136,990 29,589
  新日本空調㈱ 66,700 28,747
  ㈱八十二銀行 60,000 28,740
  ㈱りそなホールディングス 55,878 22,127
  三洋工業㈱ 100,000 15,300
  共立マテリアル㈱ 39,834 15,216
  みずほ証券㈱ 62,688 13,854
  その他 16銘柄 108,802 34,890
     

計 44,552,1781,731,483

 
 

【その他】

 

種類及び銘柄
投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(千円)

投資有価
証券

その他有価
証券

投資信託(新光)   
ニュー・トピックス・インデックス 21,007,250 7,636
インデックス・マネージメント・ファ
ンド225

27,321,197 5,721

計 48,328,447 13,357
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【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

　建物 3,863,379230,33330,0754,063,6382,860,331101,8711,203,307

　構築物 854,56436,5377,308883,792701,63426,279182,158

　機械及び装置 9,600,993386,100146,2959,840,7987,981,406725,5081,859,392

　車両運搬具 122,8837,25210,847119,287107,9809,39711,307

　工具、器具及び備品 1,269,79061,54172,4291,258,9031,145,20782,027113,696

　土地 1,743,912― ― 1,743,912― ― 1,743,912

　建設仮勘定 21,045770,066712,81278,299 ― ― 78,299

有形固定資産計 17,476,5681,491,832979,76817,988,63212,796,559945,0825,192,072

無形固定資産        

　借地権 ― ― ― 1,682 ― ― 1,682

　ソフトウェア ― ― ― 3,350 2,233 670 1,116

　リース資産 ― ― ― 14,500 ― ― 14,500

　電話加入権 ― ― ― 7,848 ― ― 7,848

　施設利用権 ― ― ― 420 4 4 415

無形固定資産計 ― ― ― 27,8012,237 674 25,563

長期前払費用 81,5681,682 1,197 82,05317,8602,63064,192

繰延資産        

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

(注) １　増加の主なものは、建物 福島第２工場建屋215,823千円、機械及び装置 硫酸ニッケル製造設備51,518千円 自動梱包

設備36,016千円 電池廃材回収設備41,623千円であります。

２　無形固定資産の金額が資産の総額の百分の一以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の

記載を省略しております。

３　長期前払費用の償却の方法は定額法によっております。
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【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 24,488 6,970 ― 5,880 25,578

賞与引当金 385,000 420,000 385,000 ― 420,000

役員賞与引当金 30,000 30,000 30,000 ― 30,000

環境対策引当金 9,532 ― ― ― 9,532

災害損失引当金 ― 153,962 ― ― 153,962

(注)　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

 

区分 金額(千円)

現金 16,598

預金  

当座預金 6,259,761

普通預金 1,407

定期預金 300,000

小計 6,561,169

合計 6,577,767

 

②　受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

ティーエーケミカル株式会社 214,502

住友林業株式会社 179,288

伊藤忠建材株式会社 135,749

金森産業株式会社 75,200

株式会社イセヤマ 75,015

その他 1,369,274

合計 2,049,030

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別 金額(千円)

平成23年４月 597,184

５月 602,196

６月 578,810

７月 245,013

８月 25,392

９月 432

合計 2,049,030
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③　売掛金

(イ)相手先別内訳
 

相手先 金額(千円)

ソニーエナジー・デバイス株式会社 789,622

丸善薬品産業株式会社 525,224

小西安株式会社 502,959

鍋林株式会社 281,138

ＪＦＥミネラル株式会社 251,979

その他 3,149,509

合計 5,500,434

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
 

前期繰越高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

次期繰越高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

4,849,51725,467,29924,816,3825,500,434 81.9 74.2

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

④　商品及び製品
 

区分 金額(千円)

商品  

　無機薬品 158,511

　有機薬品その他 4,164

　住宅建材 1,079

計 163,754

製品  

　無機薬品 548,366

　有機薬品その他 115,440

　住宅建材 108,041

　その他建材 4,019

計 775,868

合計 939,623

 

EDINET提出書類

日本化学産業株式会社(E00786)

有価証券報告書

126/137



⑤　仕掛品
 

品名 金額(千円)

薬品部門 934,172

建材部門 72,162

合計 1,006,334

 

⑥　原材料及び貯蔵品
 

品名 金額(千円)

薬品部門 1,557,376

建材部門 162,461

合計 1,719,838

 

⑦　長期預金
 

区分 金額(千円)

定期預金 1,500,000

 

⑧　支払手形及び設備関係支払手形

(イ)相手先別内訳
 

相手先 金額(千円)

支払手形  

日本鐵板株式会社 157,386

石原薬品株式会社 97,374

山形化学株式会社 52,100

有限会社杉山商事 35,665

株式会社ワクイ 35,260

その他 335,957

小計 713,746

設備関係支払手形  

綾瀬菅工株式会社 7,612

コマツリフト株式会社 3,622

大井建設株式会社 2,488

その他 6,967

小計 20,690

合計 734,437
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(ロ)期日別内訳

 

期日別 支払手形金額(千円) 設備関係支払手形金額(千円)

平成23年４月 179,952 1,429

５月 210,314 2,467

６月 156,155 6,615

７月 158,477 2,412

８月 8,287 3,513

９月 559 4,252

合計 713,746 20,690

 

⑨　買掛金
 

相手先 金額(千円)

三菱商事ユニメタルズ株式会社 148,735

正同化学工業株式会社 139,895

佐藤金属株式会社 91,820

株式会社扇谷 85,114

伊勢化学工業株式会社 68,338

その他 1,326,820

合計 1,860,723

 

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り
又は買増し

 

  
　　取扱場所 (特別口座)

東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社　本店

  
　　株主名簿管理人 (特別口座)

東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を
することができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注)　当社定款において、単元未満株式を有する株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定

による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利並びに

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有し

ない旨が規定されております。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

事業年度　第85期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)平成22年６月30日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度　第85期(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)平成22年６月30日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第86期第１四半期(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)平成22年８月13日関東財務局長に提出

第86期第２四半期(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)平成22年11月15日関東財務局長に提出

第86期第３四半期(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)平成23年２月14日関東財務局長に提出

(4) 有価証券届出書及びその添付書類

従業員持株会連携型ESOPの導入に伴う自己株式処分による第三者割当

平成23年２月10日関東財務局長に提出

(5) 有価証券届出書の訂正届出書

訂正届出書(上記(4) 有価証券届出書の訂正届出書)

平成23年２月14日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

平成22年６月18日

日本化学産業株式会社

取締役会　御中

明和監査法人

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　久　　島　　昭　　弘　　㊞

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　大 久 保　　晴　　雄　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている日本化学産業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属

明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連

結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。

 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

日本化学産業株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日本化学産業株式会社の

平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内

部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見するこ

とができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内

部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示が

ないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る

内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の

表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。

当監査法人は、日本化学産業株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管し

ております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

平成23年６月20日

日本化学産業株式会社

取締役会　御中

明和監査法人

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　久　　島　　昭　　弘　　㊞

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　大 久 保　　晴　　雄　　㊞

 

業務執行社員  公認会計士　　鈴　　木　　　　　誠　　㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている日本化学産業株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。

 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

日本化学産業株式会社及び連結子会社の平成23年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日本化学産業株式会社の

平成23年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内

部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見するこ

とができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内

部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示が

ないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る

内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の

表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。

当監査法人は、日本化学産業株式会社が平成23年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

会社は、内部統制報告書に記載のとおり、福島工場の実地棚卸に係る内部統制について、平成23年３月11日に発生

した東日本大震災及びこれに伴う東京電力福島第一・第二原子力発電所事故の影響により、福島工場への立入りが

困難であったため、やむを得ない事情により十分な評価手続を実施できなかったとして、期末日現在の内部統制の評

価から除外している。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管し

ております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

 

平成22年６月18日

日本化学産業株式会社

取締役会　御中

明和監査法人

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　久　　島　　昭　　弘　　㊞

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　大 久 保　　晴　　雄　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている日本化学産業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第85期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本

化学産業株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管し

ております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

 

平成23年６月20日

日本化学産業株式会社

取締役会　御中

明和監査法人

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　久　　島　　昭　　弘　　㊞

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　大 久 保　　晴　　雄　　㊞

 

業務執行社員  公認会計士　　鈴　　木　　　　　誠　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている日本化学産業株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第86期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本

化学産業株式会社の平成23年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管し

ております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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